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説

ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
地
の
一
子
相
続
制
度
研
究
の
一
環
と
し
て
、
「
西
独
シ
ユ
グ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
地
方
に
お
け
る
農
地
の
末
子
相
続
」

ヘ
北
法
一

O
巻
J

Y

九
ニ
頁
以
下
、

本
稿
は

右
地
方
に
隣
接
す
る
グ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク

(4Eス
Z
B
Z司
肉
)
に
お
け
る
農
地
の
一
子
相
続
を
考
察
し

に
続
き

ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
述
の
如
く
、
グ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
で
は
、
分
割
相
続
地
域
も
か
な
り
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
本
稿

こ
の
地
に
お
け
る
一
子
相
続
制
度
の
沿
革
と
内
容
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

で
は

一
子
相
続
地
域
の
み
を
対
象
と
し
て
、

グ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
け
る
農
地
の
一
子
相
続
の
形
態
は

一
般
に
長
子
相
続
で
あ
っ
て

こ
の
点
シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
お

西独ヴιJレテンベJレクにおける農地の一子相続

け
る
末
子
相
続
と
は
、
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
一
子
相
続
と
い
う
点
に
お
い
て
は
.
根
本
的
な
差
異
を
示
す
こ
と
は
な
い
。

従
っ
て
本
稿
に
お
け
る
考
察
の
目
的
も
、
シ
ユ
グ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
を
扱
っ
た
場
合
と
、
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

わ
が
国
に
お
け
る
農
地
相
続
立
法
の
あ
り
方
を
考
究
す
る
素
材
の
一
つ
と
し
て
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
子
相
続
制
度
の
本
質
、

お
よ
び
そ

の
制
度
の
存
在
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
諸
前
提
を
探
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
全
体
の
概
観
、
個
別
的
問
題

の
追
及
の
前
に
、
各
地
方
の
特
殊
な
相
続
慣
行
と
結
び
つ
い
た
一
子
相
続
法
の
発
達
の
歴
史
と
法
の
内
容
を
究
め
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
る
(
諸
問
一
持
続
…
)
。

特
に
こ
こ
で
、
シ
ユ
グ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
に
つ
い
で
、

グ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
を
考
察
の
対
象
と
し
た
の
は
、
次
の
諸
理
由
に
よ
る
@
第

一
に
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、

グ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
い
て
は
、

シ
ユ
グ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
と
異
っ
て
、
農
地
の
長
子
相
続
が
行
な

こ
れ
は
む
し
ろ
ド
イ
ツ
の
一
子
相
続
地
方
で
と
ら
れ
る
一
般
的
形
態
で
あ
る
か
ら
、

わ
れ

シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
に
お
け
る
末
子
相

続
と
対
比
し
な
が
ら
、
長
子
相
続
制
度
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
を
考
察
し
た
い
と
考
え
た
と
と
、
第
二
に
、

グ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
は
、

シ
ニL
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グ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
と
と
も
に
、

シ
ユ
ヴ
ノ
ア

西
南
ド
イ
ツ
に
属
し
、
両
者
の
農
地
相
続
は
、

か
な
り
共
通
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
、

ル
ツ
グ
ア
ル
ト
に
つ
い
て
の
考
察
と
と
も
に
、
西
南
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
地
の
一
子
相
続
の
研
究
を
、

さ
ら
に
豊
富
な
ら
し
め
ん
と
し
た

論

ζ

と
、
第
三
に
、

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
で
は
、
分
割
相
続
地
域
も
相
当
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
お
り
、
今
ζ

こ
で
一
子
相
続
を
考
察
し
て
お

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
日
分
割
相
続
を
考
察
す
る
と
き
の
準
備
を
整
え
た
い
と
考
え
た
こ
と
、
等
の
理
由
に
よ
る
。

以
下
本
稿
で
、

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
け
る
一
子
相
続
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
留
意
す
べ
き
観
点
と
し
て
、
次
の
二
点
を
指
摘
し

た
い
。
第
一
に
、
こ
の
地
に
お
け
る
一
子
相
続
を
歴
史
的
に
規
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
特
に
近
世
に
お
け
る
グ
ル

ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

(
C
Eロ
島
百
円
吋
聞
の
伊
良
同
)
と
の
関
係
如
何
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
第
こ
に
は
、
制
度
の
内
容
が
、

近
代
法
に
お
け
る
個

人
の
自
由
、
平
等
の
原
則
と
如
何
に
調
和
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

互
に
絡
み
あ
っ
た
形
で
歴
史
的
発
展
を

乙
の
二
つ
の
問
題
は
、

遂
げ
て
来
た
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
相
関
関
係
を
解
き
ほ
ぐ
す
と
と
が
、

近
代
的
一
子
相
続
立
法
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
上
に
不
可
欠

で
あ
る
。
文
献
の
制
約
も
あ
っ
て
、
本
稿
で
必
ず
し
も
十
分
こ
う
し
た
問
題
を
究
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
結
言
に
お
い
て
、

応
の

考
察
の
結
果
を
指
摘
し
た
い
。

ζ

こ
で
簡
単
に
、
グ
ユ
ル
テ
ン
ぺ
ル
ク
の
政
治
的
事
情
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。

二
世
紀
に
登
場
し
た
(
ぎ

E
E印
号
室
邑
白
山
田

Z
R

の
系
統
を
ひ
く
グ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
伯
(
の

g
rロ
)
は
、

一
三
世
紀
に
ネ
ツ
カ

I
・レ

1
ム
ス
タ
ー
ル

(
Z
R
-
Sマ
ロ
ロ
弘
同

25z-)
地
方

ヘ
以
下
、
地
名
に
つ
い
て
は
、
「
附
ず
ぐ

戸
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
略
図
」
参
照
、

も
に
太
公
(
同

2
8
m
)
と
な
っ
た
Q

シ
ユ
グ
ア

1
ぺ
ン

(ωnvtgvg)
地
方
を
支
配
し
、

一
四
九
五
年
に

F
S号
日
食
品
ロ
ロ
ロ

m
を
制
定
す
る
と
と

一
六
世
紀
に
は

一
時
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
(
出
血

5
同
与
笹
口
門
閥
)
の
支
配
を
受
け

ま
た
宗
教
改
革

が
行
な
わ
れ
た
。

一
七
世
紀
に
は
、
三

O
年
戦
争

ル
イ
一
四
世
の
侵
略
戦
争
等
の
動
乱
の
影
響
が
あ
っ
た
Q

一
八

O
三
年
に
選
定
候

(関口同
-
B
E
C
と
な
っ
た
フ
リ
ー
ド
リ
ツ
ヒ
一
世
(
司
ユ
包
ユ
各
戸
)
は
、

一
八

O
五
年
に
王
位

R
E何
回
巧
骨
骨
)
を
得
て

当
時
オ

l
ス

-，:t;' 
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、て

ト
リ
ヤ
の
支
配
を
受
け
て
い
た
オ
ー
バ
ー
シ
ユ
グ
1
ア
ペ
ン
(
。

σ
R
R
V
d
g
gロ
)
、
一
八

O
九
年
に
は
メ
ル
グ
ン
ト
ハ
イ
ム
地
方
(
句
。

E
R
F

B
a
2
2
m
o
E
2
昌
男
向
。
ロ

p
a
g
)、
な
ら
び
に
当
時
バ
イ
エ
ル
ン
地
方
に
属
し
て
い
た
ウ
ル
ム
地
方
(
岡
山

o
w
v
g
g会

g
g
)
に
支
配
を

及
ぼ
す
に
至
っ
た
。
こ
れ
ら
が
後
述
の
新
グ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク

(22』
者
骨
ROBσqm)
と
い
わ
れ
る
地
方
で
あ
る
。

つ
い
で
一
八
一
六

年
に
王
位
を
承
継
し
た
グ
イ
ル
ヘ
ル
ム
一
世

(dEvo-BH・
)
は
、
自
由
主
義
的
政
策
を
と
り
、

一
八
一
九
年
に
憲
法
を
制
定
し
た
Q

八
四
八
年
の
革
命
の
後
、

一
八
六
六
年
カ
ー
ル
一
世
(
閃
釦
『
己
・
)
は

プ
ロ
イ
セ
ン
と
同
盟

(ωnvENB
ロ
ロ
仏
切
除
口
弘
ロ
2
4
0
3
g
m
)
を
結

び
、
普
仏
戦
争
の
後
、

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
は
一
八
七
一
年
以
来
ド
イ
ツ
帝
国
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
第
一
次
大
戦
の
後
、
新
憲
法

が
制
定
さ
れ
て
、

グ
ユ
ル
テ
ン
ぺ
ル
ク
は
共
和
国
(
司

B
E
E同
)
と
な
り
、

第
二
次
大
戦
の
後
、
南
グ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
は
フ
ラ
ン
ス
軍

西独ヴュ Jレテンベノレクにおける農地の一子相続

に
、
北
グ
ユ
ル
テ
ン
ぺ
ル
ク
は
ア
メ
リ
カ
箪
に
占
領
さ
れ
た
が
、

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
は
、
パ

I
デ

一
九
五
一
年
の
国
民
投
票
の
結
果
、

ン
と
共
に
戸
川

g
仏
国
包

284司骨
3
8
g
g認
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
Q

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に

一
子
相
続
制
度
は
、

グ
ユ
ル
テ
ン
ぺ
ル
ク
の
全
地
域
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
Q

す
な
わ
ち
、

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
の
西
部
に
属
す
る
、
不
ヅ
カ

1
2
R
E吋
)
地
方
は
、

旧
グ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク

3
1
t当
官
同
Z
Bぴ角肉)、

あ
る
い
は
シ

ユ
ヴ
ア

1
ぺ
ン
の

C
E
R
Uロ
色
と
称
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
一
子
相
続
慣
行
は
発
達
す
る
こ
と
が
な
く
、

(gzsE同件
。
一
月

2
5
5
m笠
宮
)
の
み
が
行
な
わ
れ
て
来

d
a
成
区
U
I
H
U七
時
掛
け
)
。

ζ

の
地
方
は
、
後
述
の
東

部
に
比
較
す
る
と
、
人
口
が
欄
密
で
あ
っ
て
、
交
通
や
産
業
が
発
達
し
て
い
る
。
土
地
も
肥
沃
で
あ
っ
て
農
業
は
集
約
的
で
あ
る
Q

特
に

常
に
分
割
相
続
慣
行

ネ
ツ
カ

1
峡
谷

(ZRWRZ-)
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
峡
谷
に
お
い
て
は
葡
萄
の
栽
培
も
行
な
わ
れ
る
Q

業
に
も
従
事
す
る
。

そ
の
ほ
か
農
民
は
農
業
以
外
の
副

分
割
相
続
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
関
連
し
て
、

授
業
規
模
は
小
さ
く
、
農
地
の
細
分
化
(
司
問
見

E
2
5
m
)
が
み
ら

れ
る
。

一
九

O
七
年
の
統
計
に
よ
る
と
、
こ
の
西
部
に
は
、
一
八
五
、
三
七
四
戸
の
農
家
が
あ
っ
て
、
農
業
経
営
総
面
積
は
、
八
七
九
、
六
八

北法 12(1・5)5 
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(
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一
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
の
統
計
に
は
ネ
ツ
カ

1

つ
ま
り
農
家
一
戸
平
均
の
経
営
面
積
は

四
・
七
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。

地
方
の
ほ
か

一
子
相
続
慣
行
の
行
な
わ
れ
る
シ
ユ
グ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
の

部
〆'ー、、

EE 
N宮
0. h司.

円

20 
0.ニ
g戸
00
0 

g-z 
0.(1) 
P守口
. (1) 

国
間『。-
4 ーが'e・千円
当F
(1) ロ。
のg
地2
区号
内
岡、

」ーノ

が
メ合、
百

ま
れ

論

分
割
相
続
の
行
な
わ
れ
る
旧
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
の
み
を
取
り
上
げ
る
と
、

従
っ
て
、

て
い
る
。

二
戸
の
平
均
経
営
面
積
は
、

右
の
数
字

よ
り
も
、
も
っ
と
小
さ
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

何
故
こ
の
地
に
一
子
相
続
慣
行
が
成
立
し
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
は
、

一
子
相
続
制
度

分
割
相
続
制
度
の
起
源
に
関
す
る
困
難

な
問
題
で
あ
っ
て
、
軽
々
に
結
論
を
下
し
え
な
い
Q

た
だ
こ
こ
で
は
、

一
子
相
続
慣
行
が
成
立
し
な
か
っ
た
モ
メ
ン
ト
と
し
て
、
右
に
述

べ
た
自
然
的
、
経
済
的
諸
条
件
の
ほ
か
に

こ
の
地
で
は
、

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
か
ら
の
農
民
の
解
放
が
比
較
的
早
か
っ
た
と
い
う

事
実
を
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
よ
う
。

シ
ユ
グ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
に
つ
い
て
述
べ
た
(
"
議
一
時
苦
)
と
同
じ
く
、
グ
ル
ン

旧
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
結
局
そ
の
努
力
は
成
果
を

す
な
わ
ち
、

ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、

土
地
を
一
体
的
に
維
持
し
よ
う
と
努
め
た
が
、

お
さ
め
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち

一
五
六
七
年
の

U
E
g
c
E
E口問、

あ
る
い
は

一
七
三
一
五
年
三
月
四
日
の
の
め
ロ
耳
包
括
月
ユ
宮
内
常
一
切

出

2
N
。明。
h
w
ユ
〉

Z
M内
印
刷
丘
m
w
吋
は
、

農
地
の
過
度
の
分
割
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
が

成
功
せ
ず
、

小
作
地

(
N
S
品
広
お
こ
と
レ

1
ン

(
円
包
括
同
岡
山
切
さ
一
角
ロ
S
F
O
ロ
)
を
除
く
一
切
の
農
地
は

一
六
世
紀
以
来
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
小
作
地
に
つ
い
て
は
、

一
五
八
五
年

の
円
宮
内
庁

g
a
zロロ
m
に
よ
る
と
、
分
割
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
も
一
六
一

O
年
に
は
分
割
で
き
る
と
さ
れ
、
た
だ
小
作
料

B
a
m
p

江
口
白
)
が
一
人
の
手
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
に
と
ど
ま
る
(
仏
宮
内
E
2
0
T
E母
R
F
C
Q

ま
た
レ

1
ン
は
、
原
則
的
に

実
際
に
は
分
割
が
行
な
わ
れ
、

は
小
作
地
に
変
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
て
一
九
世
紀
の
は
じ
め
に
は
、
大
き
い
不
分
割
農
場
は
ご
く
例
外
的
に
存
在
す
る
に
と
ど

は
分
割
が
許
さ
れ
な
か
り
た
が

一
八
世
紀
の
自
由
所
有
地
化
(
と

-
a
s
g件
守
口
)
に
よ
っ
て
、

レ
ー
ン

ま
っ
て
、

土
地
の
細
分
化
の
傾
向
は
、

一
九
世
紀
の
過
程
を
通
じ
て
、
ま
す
ま
す
押
し
進
め
ら
れ
る
と
と
と
な
っ
た
。

、点、

ー‘
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乙
れ
に
対
し
て
、
新
グ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
と
称
さ
れ
る
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
の
東
部
に
お
い
て
は
、

し
た
慣
行
(
同
庁
内
巳
ロ
寝
耳

R
B
-
z
ω
芹

g
a
g
〈
。
日
目
主
と
し
て
行
な
わ
れ
て
来
た
Q

一
子
相
続
が
、
民
衆
に
深
く
根
ざ

乙
の
東
部
と
い
う
の
は

オ
ー
バ
ー
シ
ユ
ヴ
ア

1
ベ

ン

シ
ユ
ヴ
ェ

1
ピ
ヅ
シ
ェ
・
ア
ル
プ

(ωnv詩的同月旨
n
y巾〉-。)、

ホ
1
エ
ン
ロ

l
エ
ル
・
ェ

1
ぺ
、
不
(
出
。
Z
E
O
Y耳
切
σ包
括
)
を
含
む
地
方

で
あ
っ
て
、

ド
ナ
ウ
地
方

B
S
E
w
s
三
時
刊
誌
?
?
話
一
長
ロ
討
一
3
h
h辻
野
。
ゴ
リ
凶
器
同
町
村
f
d
H
F均
投
詩
g

お
よ
び
ヤ

1
ク
ス
ト
地
方
(
同
認
を

E
窓
口
討
事
誌
は
お
r
辺一位ト仲間比一
F
p
h
h
d
d
u
)

で
は
、
一
子
相
続
の
行
な
ぐ

わ
れ
な
い
地
域
が
あ
る
」

る
。
西
部
に
比
べ
る
と
、

に
分
れ

乙
れ
ら
の
地
方
で
は
、
人
口
が
調
密
で
な
く
、

比
し
て
め
ぐ
ま
れ
て
い
な
い
。
農
家
の
規
模
は
、

工
業
も
あ
ま
り
発
達
し
て
い
な
い
。
気
候
、
地
味
と
も
西
部
に

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
土
地
を
所
有
す
る
中
島
肢
が
主
で
あ
る
。

八
七
九

/¥ 

八

f¥ 

ク
タ

ノレ ーー

と九
な O
つ七
て年
いの
るす統
v 計

すに

西独ヴュ Jレテンベルクにおける農地の一子相続

よ
る
と
、
東
部
で
は
農
業
一
戸
数
二
ニ
九
、
四
五
五
に
対
し
て
、
農
業
経
営
総
面
積
は
、

な
わ
ち

一
戸
あ
た
り
の
経
営
面
積
は
、
六
・
七
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
平
均
で
あ
っ
て
、
前
記
西
部
の
四
・
七
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
よ
り
大
き
い
。

の
東
部
に
属
す
る
地
に
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
分
割
相
続
が
行
な
わ
れ
、
あ
る
い
は
分
割
相
続
と
一
子
相
続
が
混
合
し
て
行
な
わ
れ
る
地

域
も
あ
っ
て
、
右
の
統
計
は

こ
れ
ら
の
地
域
を
も
包
含
し
て
い
る
か
ら
、
一
子
相
続
地
域
の
み
の
一
戸
あ
た
り
の
経
営
面
積
は
、
右
六
・

七
ヘ
ク
タ
ー
ル
よ
り
も
、
も
っ
と
大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
下
で
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は

こ
の
い
わ
ゆ
る
新
グ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
と
呼
ば
れ
る
地
方
に
お
け
る
農
地
の
一
子
相
続
で
あ
る
。

(1) 

ヴ
ュ
ル
テ
ジ
ベ
ル
ク
に
お
け
る
一
子
相
続
法
の
概
観
に
つ
い
て
は
、
我
妻
栄
「
農
地
一
子
相
続
制
度
序
説
」
(
石
田
文
次
郎
先
生
還
暦
記
念
・
私
法
学

の
諸
問
題

H
民
法
)
一
八
頁
、
三
四
頁
、
佐
々
木
金
ゴ
一
「
ナ
チ
ス
以
前
の
農
地
一
子
相
続
法
」
専
修
大
学
論
集
一
六
号
(
一
九
五
八
年
一
月
)
一

O
頁

参
照
。
E
-
z
r
ω
・
ωNOm・山一回出血♂

ω・
ロ
ω印
U

関口
8MMUN-
切
【
「

ω・
お
白
山
田
一
-2・
ω・
N窓
口
ロ
Lω
・
N
S
u
巧
EAZ--ω
・
g
g
L
ω
・
5
・

(2) 

こ
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説論

A
T

，
 

国
民

-auω
・
N∞N
Z
E
ω
・
NCP
関

g
p
ω
・
岳
民
-
u

者
grofω
・
民
-

E
z
o
p
ω
'
ω
2・
4
偶
「
者
Rrnfω
・
NH・

図
。

-FHFnyp
出
向
山

Jω
・
g
f
d弓
OFro-wω
・
H
U
R
hい
だ
レ
何
回

m
s
w
r
H
w
p
u
ω
・
ロ

HEH戸内
同

N-
回

L-w
∞-HUU
は
、
自
然
的
条
件
を
重
視
す
る
。
な

お
、
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
グ
ル
ン
ト
〈
ル
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い
て
の
タ
切
色
。
司
w

、同，

R
E
D
-ロ
ヨ
ロ
ロ
ι
ω
g仕
切
∞
-

M

同
・
の
紹
介
と
し
て
、
戒
能
通
孝

「
東
部
独
逸
に
於
け
る
且
居
場
制
」
(
法
律
社
会
学
の
諮
問
題
所
収
)
一
一
九

O
頁
以
下
参
照
。

出
長
。
広
島
"
。
・

E
J
ω
・
g
r
E
F
H
w
ω
・
N
g
g
L
ω
・
日
富
山
詞

mpgrω
・
NN-

巴
ωgwω
・
ロ

ω印
南
-
u

国
民
目
。
♂

ω・
N雪
山

d
F
F
g
r
m
-
N
N
-

同
日
ゐ
♂
∞
-

N山
吉
山
・

国
民

2
・
ω・
ω
2・

(5) (4) (3) (9) (8) (7) (6) 

一
子
相
続
制
度
の
沿
革

1 

近
世
に
お
け
る
一
子
相
続
制
度

シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
で
は

一
五
世
紀
噴
、
家
共
同
体
が
解
体
し
て
、

そ
こ
に
近
代
的
私
所
有
権
が
成
立
す
る
過
程
の
中
に
、
農

私
所
有
権
の
成

地
の
末
子
相
続
が
成
立
を
み
た
こ
と
を
考
察
し
た
(
刊
浩
一
一
語
一
臥
一
民
間
…
以
)
。

一
九
世
紀
の
半
ば
に
至
る
ま
で
、
農
地
の
多
く
は
、
後
述
の
如
く
、

し
か
し
新
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
い
て
は

立
は
、
著
し
く
お
そ
く

だ
そ
こ
に
は

か
っ
た
。
か
よ
う
に
農
地
の
私
所
有
権
の
成
立
を
み
な
い
と
こ
ろ
に
、

レ
ー
ン
の
拘
束
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な

近
代
的
一
子
相
続
制
度
が
成
立
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、

の
長
子
相
続
の
慣
行
は

レ
ー
ン
の
承
継
形
式
と
し
て
の
長
子
相
続
が
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
レ

1
ン
の
承
継
形
式
と
し
て

大
き
い
意
味
を
も
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
ω

す
な
わ
ち

シ
ユ
グ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
お
け
る
如
く
、
比
較
的
早
く
、

こ
の
地
に
お
け
る
そ
の
後
の
農
地
相
続
の
形
態
と
し
て
の
長
子
相
続
を
規
定
す
る
上
に
、

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
拘
束
が
除
去

北法 12(1・8)8 
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-L 、

さ
れ
た
地
に
お
い
て
、
末
子
相
続
の
形
態
が
出
現
し
た
(
銭
お
君
。
)
の
に
対
比
し
て
、
新
グ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
け
る
よ
う
に
、

J
1
W
/
f

ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
拘
束
の
強
い
と
こ
ろ
に
長
子
相
続
の
形
態
が
発
達
し
た
こ
と
は
、
勿
論
そ
れ
だ
け
が
決
定
的
要
因
で
は
な
い

3aeI

一
子
相
続
制
度
の
起
源
を
考
察
す
る
に
つ
い
て
の
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
こ
の
よ
う
ミ
松
山
町
が
¥

し
て
も

視
点
に
立
ち
つ
つ
、
新
グ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
の
近
世
に
お
け
る
一
子
相
続
制
度
を
考
察
し
た
い
。

先
ず
一
子
相
続
制
度
の
沿
革
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、

近
世
に
お
け
る
農
地
の
所
有
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
所
有
関
係
は
、
ま
こ
と
に
複
雑
で
あ
っ
て
、

そ
の
複
雑
性
は
、
農
民
に
対
す
る
支
配
者
の
支
配
関
係
の
多
様
性
に
対
応
し
て
い
る
も
の

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
さ
に
、

テ
オ
ド
ー
ル
・
ク
ナ
ッ
プ
の
い
う
よ
う
に
、
「
「
何
人
も
二
人
の
主
人
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
』

西独ヴュ Jレテンベルクにおける農地の一子相続

一
六
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
農
民
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
か
っ
た
。
農
民
は
二
人
ど
こ
ろ
か
、
四
人
、
五
人
あ

る
い
は
そ
れ
以
上
の
主
人
に
仕
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
の
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
複
雑
な
支
配
関
係
か
ら
農
民
が
抜
け
出
し
、
そ

と
い
う
言
葉
は

こ
に
近
代
的
所
有
権
が
確
立
す
る
過
程
の
中
に
、

近
代
的
一
子
相
続
制
度
は
成
立
し
て
い
っ
た
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
一
子
相

続
制
度
の
成
立
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
近
世
に
お
け
る
土
地
の
多
種
の
所
有
関
係
を
、

一
つ
一
つ
洗
い
出
し

そ
れ
に
対
し
て

子

相
続
制
度
の
成
立
と
い
う
角
度
か
ら
の
光
を
あ
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
で
に
戒
能
教
授
に
よ
っ
て
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
v

近
世
に
お
け
る
グ
ユ
ル
テ
ン
ぺ
ル
ク
の
農
地
の
所
有
関
係
は
、
三
っ

す
な
わ
ち
、
第
一
に
は
、
農
民
の
私
有
町
(
げ

Eq--nZEmmロ
mP5)、
第
二
に
は
、
年
期
小
仇
町

の
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

北法 12(1・9)9 

(
M明
伶
即
仲
間
】
釦
何
回
同
門
)
、

レ
ー
ン
(
伊
巾
V
O
H
M

一一切釦ロゆ門口}巾
}
M
O
ロ
)
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
近
世
初
頭
に
お
い
て
は
、

ζ

れ
が
農
民
の
土
地
利
用
関
係
の
大
部
分
を
為
し
て
い
た
。

第
三
に
は
、

レ
ー
ン
が
最
も
重
要

な
地
位
を
占
め
、

乙
の
レ

1
ン
は

さ
ら
に
何
号
Z
F
S
(永
代
小
作
)
と

相

ahw-zvoロ
(
一
代
小
作
)
の
二
種
類
に
分
つ
乙
と
が
で
き
る
。

開
吋
ぴ
戸
巾
}
戸
市
ロ
は

レ
ー
ン
を
与
え
ら
れ
た
農
民
の
死
亡
に
よ
っ
て
も
レ

1



説

ン
関
係
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
く
、
相
続
人
は
こ
れ
を
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
に
返
す
必
要
が
な
か
っ
た
。

そ
し
て
開
『
宮
吾
作
ロ
の
所
持
者
た
る

農
民
は
、

相
続
に
際
し
で
も
、
開
号
-
o
z
g
は、

か
よ
う
な
開
号
z
v
oロ
の
性
質
を
も
っ
た
。

前
記
旧
グ
ユ
ル
テ

自
由
分
割
の
対
象
と
な
り
え
た
@

こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
、

論

ン
ペ
ル
ク
に
お
け
る
レ

1
ン
は
、

と
れ
に
対
し
て

明白凶口市山町

Mmロ
は

農
民
の
生
存
中
(
白
丘

Z
F
E
E
Z
Zロ
)
に
の
み
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

レ
ー
ン
を
与
え

ら
れ
た
農
民
が
死
亡
す
れ
ば

レ
ー
ン
は
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
に
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
よ
う
な
性
質
に
着
目
し
て
、
司
と
万
四
百
口
一

は、

Z
F
E
-
-目
的
。
の
岱
件
。
コ

vm-HUB--日
問
。
一
の
宮
司
あ
る
い
は
、

N
4
2
5
c
m
g伝
広

2
と
云
わ
れ
、
ま
た
こ
の
明
何
回
一

z
v
oロ
が
、
通
常
夫
婦
を
単

位
と
す
る
農
民
に
与
え
ら
れ
た
と
ζ

ろ
か
ら
、

N4司
o
-
B
E
m命
。
内
庁
円
〈
-
o
s
z
m
m
E
n再
開
吋
と
も
呼
ば
れ
た
。

こ
の
司
白
-gzoロ
が
関
門
EOHHAWロ

に
比
し
、
農
民
に
と
っ
て
い
ち
じ
る
し
く
不
利
で
あ
っ
た
ζ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
一
子
相
続
地
方
に
属
す
る
新
ヴ
ユ
ル
テ
ン

ペ
ル
ク
に
お
け
る
レ

I
ン
は
、
通
常
こ
の
明
白
Z
O
F
2
M
の
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
匂
釦
-zvoロ
は
、

さ
ら
に
別
名
と
し
て

ω与
C
H
】
白
各
自
ま
た
は

C
E母
旦
各

g
と
呼
ば
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
は
、

レ
ー
ン
を
権
利
と
し
て
与
え
た
の
で
は
な
く
、
恩
恵
(
の
口
白
骨
ロ
)
に
よ
っ
て
与
え
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
い
つ
で
も
怒
意
的
に
こ
の
レ

1

ン
を
と
り
あ
げ
る
(
的
n
v
z
u
pロ
)
乙
と
が
で
き
た
。

た
と
え
ば

ミ
ユ
ン
ジ
ン
グ
ン
(
冨
吉
田
一
口
想
ロ
)
で
は
、
∞
円
}
百
円
V

泊。
v
g
の
名
称
と
そ

用
い
ら
れ
な
か
っ
た
が

一
六
世
紀
の
半
ば
す
ぎ
ま
で
、

ωnvzH}白
oymロ
的
な
法
律
関
係
が
見
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
Q

し
か
し
一
般
に
は

一
六
世
紀
に
は
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
で
、
レ
l
ン
は
一
代
限
り
で
(
宮
崎

rwcoロ
回
目
主
与
え
ら
れ
、
た
と
え

ωny己円
vpwyoロ
と
か
の
ロ
白
色
何
回
γ

そ
れ
は
司
ω-zv巾
ロ
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
Q

r
y
g
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
て
も

か
よ
う
な
明
白
ロ
ovoロ
は
、

そ
の
後
次
第
に
開
『
E
o
v
g
へ
と
性
質
を
変
じ
て
い
っ
た
@

レ
ー
ン
を
与
え
ら
れ
た
農
民
の
死
後
、

汗
の
結
日
闘
を
他
人
に
享
受
さ
せ
る
よ
り
も

一
子
に
よ
っ
て
大
切
に
経
営
さ
せ
る
方
が
、
支
配
者
に
と
っ
て
も
有
利
で
あ
っ
た
。
そ
ζ

で

北法 12(1・10)10 
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レ
ー
ン
を
与
え
ら
れ
た
農
民
が
死
亡
す
る
と
、

そ
の
一
子
は
、
相
続
手
数
料
(
国
吉
弘
宮
町
ロ
)
を
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
に
支
払
う
乙
と
に
よ
っ

て

レ
ー
ン
を
承
継
す
る
ζ

と
が
で
き
た
。

ζ

の
子
数
料
の
額
は
、
本
来
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
に
よ
っ
て
任
意
に
定
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

つっ
てた
いが
たす
。)実

際
に

は

レ
ー
ン
の
価
格
の
一

O
%と
か
二

O
%
1
1オ
ー
バ
ー
シ
ユ
ヴ
ア

1
ぺ
ン
の
場
合
1

ー
と
い
う
額
が
慣
習
上
定
ま

る
。
し
か
し
そ
れ
は
未
だ
蘭
芽
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、

近
代
的
一
子
相
続
制
度
の
璃
芽
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

レ
1
ン
の
存
続
す
る
限
り
、
法
的
に
は
、
農
民
は
土
地
の
単
な
る
利
用
機

か
よ
う
な
喝
弘
-mvoロ
の
開
吋

gmwrwロ
へ
の
変
質
の
中
に
、

わ
れ
わ
れ
は
、

(
Z
Z
R
Cロ
m日
g
n
F
C
を
も
つ
に
と
ど
ま
っ
て
、
自
由
な
土
地
所
有
権
を
有
せ
ず
、
従
っ
て
農
地
の
所
有
権
の
相
続
と
い
う
意
味
で
の
近
代

西独ヴュルテンベJレクにおける農地の一子相続

的
一
子
相
続
制
度
は
成
立
し
な
か
っ
た
と
い
う
ζ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
レ

1
ン
は
、

一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
存
続
し
た
。

何
故
レ
ー
ン
が
一
子
の
み
に
よ
っ
て
承
継
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、

ま
光
一
子
の
う
ち
で
も
何
故
長
男
子
が
優
先
し
た
か
、

に
つ
い
て
は
、

そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
、

こ
の
地
に
お
け
る
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
支
配
が
強
か
っ
た
事
実
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
す
な
わ
ち

レ
ー
ン
が
早
く
解
消
し
て
農
地
の
分
割
相
続
の
行
な
わ
れ
た
前
記
旧
グ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
統
一
的
な
太

公
支
配
権
(
出
伶
目
。

m
g
g
)
が
早
く
確
立
し
た
の
に
対
し
、

は
農
民
に
と
っ
て
不
利
益
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
は
、
農
場
の
給
付
能
力
の
維
持
の
た
め
に
、

大
小
の
聖
俗
支
配
者
が
分
立
し

新
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
で
は

こ
の
こ
と

レ
ー
ン
の
一
体
性
が
損
わ
れ

シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
に
(
悦
唯
一
友
情
一
)
、

ヘ
ル
に
と
っ
て
有
利
な
長
子
相
続
を
望
ん
だ
。
勿
論
そ
の
ほ
か
、
序
説
で
指
摘
し
た
土
地
の
自
然
的
、
経
済
的
条
件
も
無
視
す
る
こ
と
は

な
い
こ
と
を
望
み
、

一
子
相
続
の
う
ち
で
も
、

グ
ル
ン
ト

ま
た

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
が
新
ゲ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
多
く
見
ら
れ
た
レ

1
ン
の
承
継
の
形
式
で
あ
る
が
、

こ
の
地
方
で
は

レ
ー
ン
に
限
ら
ず
、
農
民
所
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。説論

有
の
農
場
も
、
慣
習
上
、
家
族
の
所
有
(
司
問
自
己

-sg回
目
立
と
し
て
、
不
分
割
の
承
継
が
行
な
わ
れ
た
。

(2) (1) 

F
S
F
r
E
-
h
-
H・
そ
の
実
例
と
し
て
、
戒
能
・
前
塑
三
一
三
頁
紹
介
の
シ
ュ
ウ
ァ

l
ベ
ン
の
ハ
ウ
ン
ス
ハ
イ
ム
の
場
合
参
照
。

戒
能
・
前
掲
三
一
三
五
頁
以
下
。
な
お
次
註
以
下
の
引
用
文
献
の
ほ
か
、

HL・
2
n
Y
E
o
E
C
2
-
r
r
H
W
H
E
C
]問。

-
B
B
n
r
g与
E
ロ
-2roロ
回
白
U
N
R
P

H

∞甲山
wω
・
に
由
参
照
。

こ
の
幾
民
の
私
有
地
は
、
全
く
自
由
な
所
有
権
で
は
な
く
て
、

N
F
E
(貢
租
)
や
の
巳
H
の
負
担
の
つ
い
た
所
有
権
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
所
有

者
た
る
農
民
は
、
。
ロ
-H・
0
色。同

NEω
自
由
回
口
(
貢
租
負
担
農
民
)
と
呼
ば
れ
、
ま
た

NEω
や
の
己
同
を
受
領
す
る
支
配
者
は
、

N
F
E
l
c
L
R
m，
E
ロ
宮
口

と
呼
ば
れ
た

o
N吉
田
自
民
岡
田
は
、
自
由
に
そ
の
所
有
地
を
処
分
し
、
ま
た
相
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た

(
m
g
s
w
∞
-
E
)。
か
よ
う
な
私
有
地
は
、
オ

ー
バ
ー
シ
ュ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
の

F
h
g件
E
H
n
v
R
出
。
広
ぬ
や
切
D

色。一口
ωO巾四一品
g
L
で
、
一
七
、
八
世
紀
頃
多
く
存
し
た
が
(
同

E
R
w
ω
-
N∞
印
)
、
ヴ
ュ
ル

テ
ン
ベ
ル
ク
全
体
と
し
て
は
、
む
し
ろ
例
外
的
存
在
で
あ
っ
た
(
同
E
S
U
M
-
切
子

ω・
5
F
同
5
5
u
∞
-
E・)。

4m--H内ロ
4MMUH・
切
子

ω
-
H
S
Zロ品

ω
-
H
B・
州
内
g
p
w
∞・

8
に
よ
る
と
、
北
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
で
、
問
。
5
2
2
H
H
N
2
Zロゲ
CH聞
に
は
、

N
2
G
R
Z
が
存
し
た
が
、

ω口問同知ロ回以目白骨
N

で
は
少
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

阿
内
田
昌
?
同
・
回
L-wω
・
口
。
一
関
口
-
2・
ω・
N∞印・

3
-
E
r
ω
-
U
N
Y
出
口
-
q
w
ω
-
N∞印
U
開
E
2・
ω・
5
・
同
ハ
g
s
w
ω
・
印
由
民
・
に
よ
る
と
、
切
手
-
o
r
g
に
対
す
る
ク
山
川
ン
ト
ヘ
ル
の
規
整
は
、
各
地
で

異
な
る
が
、
一
般
に
は
相
続
に
際
し
て
の
分
割
に
は
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
同
意
を
必
要
と
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
o

同り包
-arω
・
ωN日
一
関
口
同
匂
?
?
切
手
"
ω
-
H
H
4
山
田
口
]
目
♂

ω・
N∞印
U
州内】「州
whFω
・日
UW一.

関
口
白
一
司
ア
ド
切
手
"ω
・
ロ
∞
・

同ロ白匂】
MWH・
切
手
wω-HHm宙開・

4問
】
・
白
ロ
円
日
同
開
HHM2wω
・坦印・

4包
・
関
口
同
匂
-
Y
H・
国
子

ω・
H
S
U
相内
g
s
w
ω
・日
ω
同
-

Hりと
F
F
ω
-
s
f
開
E
兵

ω
-
S
U
剛内
g
同
件
二
凶

-
E
1〉ロ
B
-
H
M
ロロ
ιω
・
勾
・
た
だ
し
同
g
s
u
∞
-
E
引
用
の
一
九
一
二

O
年
法
草
案
理
由
は
、
一
子

相
続
を
規
定
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
、
自
然
的
条
件
を
重
視
す
る
。
な
お
、
こ
の
箇
所
本
文
の
記
述
は
、
シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
つ
い
て
述
べ

た
と
と
ろ
(
北
法
一

O
巻
一

O
ご
頁
)
と
一
見
異
な
る
。
し
か
し
シ
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
と
新
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
と
で
は
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ

ト
の
支
配
の
態
様
や
質
を
異
に
す
る
ζ

と
が
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
形
式
的
に
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
分
立
か
否
か
の
み
が
直
ち
に
そ
の
支

(3) (4) (6)(5) 日1)UO) (9) (8) (7) 
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U2) 

配
の
強
弱
を
決
定
づ
け
る
と
は
言
え
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
点
の
法
制
史
的
角
度
か
ら
の
検
討
は
、
本
稿
の
よ
く
し
え
な
か
っ
た

乙
と
で
あ
る
。
他
臼
を
期
し
た
い
。

オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
に
つ
き
、
出
正
常
w
ω
-
M匂
・
北
ウ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
に
つ
き
、
同
ロ
白
℃
ヲ
「
切
【
]Jω
・
口
。
・

2 

一
九
世
紀
に
お
け
る
変
遷

シ
ユ
グ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
に
お
い
て
は

一
九
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
影
響
を
受
け
て
、
自
由
主
義
の
立
場
か
ら
、

一
子
相
続
制
度

に
対
す
る
攻
撃
が
強
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
早
く
か
ら
確
立
さ
れ
た
末
子
相
続
慣
行
は
動
揺
す
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
パ

1
デ
ン

西独ヴュ Jレテンベノレクにおける農地の一子相続

政
府
に
よ
っ
て

立
法
的
に
強
力
に
維
持
さ
れ
た
乙
と
を
芳
察
し
た
(
一
九
時
匙
マ
)
。
し
か
し
新
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
け
る
事
情
は

一
子
相
続
制
度
に
対
す
る
挑
戦
と
い
う
形
に
お
い
て
で
は
な
く
、

む
し
ろ

異
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
地
で
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
影
響
は
、

私
所
有
権
百
円

-
g
E
m
o
E
z
g
)
成
立
の
前
提
と
し
て
、
先
ず
レ

1
ン
の
解
体
と
い
う
点
に
現
わ
れ
た
。

し
か
も
そ
の
解
体
は
、
グ
ル
ン

ト
ヘ
ル
の
側
か
ら
の
根
強
い
抵
抗
が
あ
っ
て
容
易
で
は
な
く
、

や
っ
と
一
八
四
八
年
に
最
終
的
に
行
な
わ
れ
、

そ
こ
に
は
じ
め
て
農
地
の

私
所
有
権
の
法
的
成
立
を
見
た
と
い
い
う
る
。

か
よ
う
に
、

そ
の
た
め
私
所
有
権
の
成
立
が
お
く
れ
た
こ
と
は
、

こ
の
地
で
一
九
世
紀
に

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
支
配
が
強
く
、

一
子
相
続
法
制
定
の
動
き
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
関
連
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
で
は

一
九
世
紀
の
末
ド
イ
ツ
民
法
の
制
定
を
前
に
一
子
相
続
法
の
制
定
を
見
た
が
(
山
九
時
十
刊
一
夜
¥
)
、
新
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
で
は
、

レ
ー
ン

の
解
体
の
後
、
土
地
の
取
引
は
、
あ
る
程
度
見
ら
れ
た
に
し
て
も

一
子
相
続
制
度
を
根
底
か
ら
脅
か
す
よ
う
な
資
本
主
義
的
生
産
様
式

の
影
響
が
見
ら
れ
ず
、
従
っ
て
レ

1
ン
の
相
続
形
態
と
し
て
の
長
子
相
続
慣
行
が
、

私
所
有
権
の
相
続
形
態
と
し
て
も
安
住
し
得
て
、
特

北法 12(1・13)13 



説

に
一
子
相
続
制
度
を
法
的
に
確
立
す
る
だ
け
の
必
要
が
存
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
こ
の
一
九
世
紀
に
お
け
る

変
遺
を
あ
と
づ
け
よ
う
。

論

一
八

O
三
年
か
ら
一
八
一

O
年
に
か
け
て
、
新
グ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
は
、

旧
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
統
合
さ
れ
、
諸
子
均
分
相
続
を
定

め
た
ラ
ン
ト
法
が
新
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
も
適
用
さ
れ
る
と
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
前
述
の
如
く
、
新
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
は
、
当

時
な
お
司
包

-mvoロ
が
多
く
残
存
し
て
い
て
、
ラ
ン
ト
、
法
の
適
用
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
義
を
有
し
な
か
っ
た
Q

そ
こ
で
グ
ユ
ル
テ
ン
ペ

ル
ク
政
府
は
序
々
に
レ

l
ン
の
自
由
所
有
地
化
手
口

a
s
g
z
oロ
己

2
円
岳

g)
に
努
め
た
が
、
と
り
わ
け
一
八
一
六
年
一

O
月
三

O
日

に
フ
リ
ー
ド
リ
ツ
ヒ
の
王
位
を
継
承
し
た
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
は
、

農
民
解
放
の
た
め
の
多
く
の
立
法
に
心
が
け
た
。

そ
の
立
法
の
中
で

も
一
八
一
七
年
一
一
月
一
八
日
の
二
つ
の
勅
令
高
島
宮
司
)
は
重
要
で
あ
る
Q

す
な
わ
ち
、

ラ
イ
ブ
ア
イ
グ
ン
シ

そ
の
第
二
の
勅
令
は

ヤ
フ
ト

p
g
v
a
m
g
m
n
v即
時
同
)
の
廃
止

お
よ
び
農
地
の
レ

1
ン
(
戸
巾

}gσ
白
岳
ゆ
紅
巳
耳
切
出
ロ
∞

g
m
E
2
)
の
廃
止
を
宣
言
し
た
。

に
よ
っ
て
、
開
吋
立
与

g
は
最
終
的
に
自
由
な
小
作
地

2
2
5
自
ロ
m
m
P
R吋
)
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、

そ
れ
は
容
易
に
農
民
の
所
有

(回
moEzg)
と
な
り
得
た
。
し
か
し
司

mw-zZロ
に
つ
い
て
は
例
外
が
定
め
ら
れ
、

任
意
に
解
消
さ
れ
な
い
限
り

な
お
存
続
す
べ
き

も
の
と
さ
れ
た
。
た
だ
こ
の

mam--ovg
を
家
族
が
承
継
す
る
権
利
五

g
m
R
Z
母
吋
一

E
g
E
E
E
n
y
r
-
m
o
)
は
、
従
来
慣
習
に
委
ね
ら

れ
て
い
た
の
が
、
法
律
上
確
定
さ
れ
る
と
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
共
同
相
続
人
聞
の
農
場
の
自
由
分
割
は
、
依
然
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

右
勅
令
に
対
し
て
は

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル

lω
宮
口
合
与
耳
目
ロ
|
の
側
か
ら
強
い
抵
抗
が
示
さ
れ
、

あ
る
い
は
こ
の
勅
令
の
施

彼
等
は

行
を
妨
げ
、
あ
る
い
は
分
割
の
許
可

{
p
g
g臼
)
を
拒
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

土
地
の
不
分
割
を
維
持
し
た
。

ま
た
明
白
】

-mV伶
ロ
の
所
有
地

化
(
同
一

m
g
g
R
V
Z口
問
)
に
対
し
て
、
彼
等
は
、

pw一一与
g
の
制
度
が
大
き
い
農
地
の
零
細
化
を
防
ぐ
唯
一
の
保
護
で
あ
り
、

細
化
は
一
般
的
な
窮
乏
を
直
接
導
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
世
論

K
訴
え
た
Q

農
地
の
零

北法 12(1・14)14 

こ
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し
か
し
一
八
四
八
年
四
月
一
四
日
の
「
土
地
上
の
負
担
の
廃
止
に
関
す
る
法
律
」

Z
E
C
2
2
N
σ
2
2
R
2丘
色
。
∞

2
巴
江

mZDm
骨
円

2
2
m
E
C
E
E
ロ
ロ
仏
国

a
g
E
F
O
E
S
F
g
gロ
)
は
、
す
べ
て
の
レ

1
ン
と
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
拘
束

(
Z
Z
g
t
g与
の
『
ロ
ロ
門
渉
再
『
』

-
w
s
w
a
g〈何円
σ自
己
)
を
廃
止
す
る
と
同
時
に
、

農
民
の
負
担
を
解
消
せ
し
め
た
。

完
全
に
農
民
の
所
有
物

そ
こ
で
明
白
-
Z
Z
5
は、

そ
の
自
由
分
割
を
妨
げ
る
法
的
拘
束
は
一
切
除
去
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
Q

パ

1
シ
ユ
ヴ
ア

1
ペ
ン
の
各
地
で
農
地
の
半
数
近
く
が
岡
山
口
同
町
叩
ロ
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
き
、

(巴
m
g
Z
B印
mZ5
と
な
っ
て
、

一
八
四
八
年
当
時
、

オ

こ
の
法
律
の
及
ぼ
し
た
影
響
が
い
か

に
大
き
か
っ
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
。

西独ヴュ JレテンベJレクにおける農地の一子相続

そ
の
法
的
支
え
を
全
く
失
う
こ
と
と
な
っ
て
、
あ
る
程
度
自
由
分
割
が
行
な
わ
れ
、
ま
た
オ

ー
バ
ー
シ
ユ
グ
ア

1
ぺ
ン
で
は
、
主
に
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
土
地
売
買
が
行
な
わ
れ
て
、
土
地
の
取
引
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の

結
果
各
地
で
「
土
地
の
細
分
化
に
よ
っ
て
豊
か
で
な
く
な
っ
た
」
と
報
じ
ら
れ
、
そ
の
弊
害
を
防
ぐ
た
め
に
、

か
く
て
農
場
の
不
分
割
承
継
の
慣
行
は
、

一
八
五
三
年
六
月
二
三
日

の
法
律
は
、
農
地
を
一

O
モ
ル
グ
ン
以
下
で
一
部
譲
渡
す
る
こ
と
を
制
限
し
て
、

土
地
の
譲
渡
な
ら
び
に
細
分
化
の
濫
用
を
防
止
し
よ
う

と
し
た
が
、
十
分
な
成
果
を
お
さ
め
得
な
か
っ
た
Q

そ
乙
で
一
九
世
紀
の
七

0
年
代
以
後
、

有
者
の
め
ま
ぐ
る
し
い
交
替
や
農
場
の
経
済
的
破
壊
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

オ
ー
バ
ー
シ
ユ
ヴ
ア

l
ぺ
ン
で
は
、
農
場
所

し
か
し
従
来
か
ら
一
子
相
続
慣
行
の
行
な
わ
れ
て
来
た
新
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
大
部
分
の
地
方
で
は
、

容
易
に
自
由
分
割
を
受
け
つ

多
く
の
場
合
後
述
の
巴
ロ
骨
ぎ
巳
の
形
式
に
よ
っ
て

け
ず
農
場
は
や
は
り
慣
習
上
不
分
割
の
ま
ま
維
持
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
農
場
は
、

(
計
回
)
、
分
割
さ
れ
る
乙
と
な
く
一
子
に
よ
り
承
継
さ
れ
ヲ

一
九
世
紀
の
七

0
年
代
以
後
、
ド
イ
ツ
の
多
く
の
ラ
ン
ト
で
一
子
相
続
法
の
制
定
が
問
題
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

江

MEm-σEロ
ぬ
)
の
進
展

K
伴
い
、
中
小
農
業
の
負
債
の
増
大
と
零
細
化
が
目
だ
っ
た
の
で
、

工
業
化
(
同
ロ
《
吉
田
守

こ
れ
に
対
処
し
て

一
子
相
続
法
を
制
定
す

北法 12(1・15)15 
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説

る
こ
と
に
よ
り
、
経
済
力
あ
る
農
場
を
維
持
し
、
資
本
主
義
の
進
展
か
ら
く
る
農
業
の
没
落
を
く
い
と
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。

一
八
八

O

年
に
ド
イ
ツ
農
業
会
(
骨
三
田
島
町
円
円
防
白
色
巧
宮
沢
町
民
2
3
5
は
、
一
切
の
農
業
資
産
(
】
白
出
品
考
古
田
島
白
注
目
門

y
g
〉
口
当
2
2
)
に
つ
い
て
一
子

論

相
続
法
(
〉
ロ

2
Z
R
E
F
C
に
基
づ
く
法
定
相
続

(HE∞
丸
山
内
角
可

R
伊
丹
)
を
来
た
る
べ
き
新
民
法
典
に
採
用
す
べ
き
こ
と
、
ま
た
ラ
ン
ト
の

立
法
は
、
右
法
定
相
続
に
代
え
て
農
場
登
録
式
一
子
相
続
法
(
〉
忠
吾

g
g
n
Z
5
ω
5
5
向
日
常
国
民

20-ε
を
ラ
ン
ト
の
全
部
も
し
く

は
一
部
に
導
入
し
得
べ
き
乙
と
を
主
張
し
た
。
シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
で
は
、
パ

l
デ
ン
政
府
に
よ
っ
て
、

一
八
八
八
年
に
一
子
相
続

法
が
制
定
さ
れ
た
と
と
を
述
べ
た
が

(Jd官
民
時
一
)
、
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
い
て
は
、

相
続
慣
行
の
実
情
が
全
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

か
よ
う
な
立
法
を
す
る
に
も

当
時
一
子

そ
と
で
一
八
八
四
年
、

八
五
年
に

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
の
農
業
中
央
会

(Ng守
色
凹
窓
口

o
E『
同
九
百
円
回
当
日
吋
釘
門
町
阻
止
)
は
、

六
つ
の
村

(の巾

g
a足
立
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
出
し
て
、
農
地
の
相
続
慣
行
そ
の
他
の
農
業
事
情
を
調
査
し
た
。
六
村
の
う
ち
、

二
村
は
分
割
相
続
地

域
、
残
り
の
四
村
が
一
子
相
続
地
域
に
属
し
た
が

一
子
相
続
立
法
を
求
め
る
解
答
は
全
然
寄
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
分
割
相
続
慣
行
の
行

な
わ
れ
る
農
村
で
、

一
子
相
続
地
域
の
農
村
に
お
い
て
も

一
子
相
続
立
法

一
子
相
続
を
求
め
る
戸
が
な
か
っ
た
の
は
当
然
と
し
て
も

が
要
望
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ら
の
農
村
に
お
い
て
は
、
法
的
規
整
に
対
し
て
不
信
が
一
不
吉
れ
、
人
々
は
、

あ
る
い
は
国
家
的
監
督
や
個
人
の
自
由
へ
の
侵
害
を
お
そ
れ
、
あ
る
い
は
、
古
く
か
ら
存
在
す
る
一
子
相
続
慣
行
が
順
調
に
行
な
わ
れ
て

一
子
相
続
立
法
は
、
有
害
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
、
余
計
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

い
る
の
で

し
か
し
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
民
法
の
制
定
を
前
に
し
て
、

ツ
農
業
会
は
一
八
八
六
年
か
ら
八
七
年
に
か
け
て
、

ド
イ
ツ
全
体
で
一
子
相
続
法
問
題
が
さ
ら
に
や
か
ま
し
く
な
っ
た
。
前
記
ド
イ

一
子
相
続
を
ラ
イ
ヒ
の
法
律
で
定
め
る
こ
と
を
提
案
し
た
が
、

と
の
提
案
に
答
え
る

た
め
に
、
司
法
者
は
、

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
け
る
一
子
相
続
法
に
つ
い
て
の
意
見
を
、
前
記
農
業
中
央
会
に
た
だ
し
て
来
た
。
そ
と

北法 12(1・16)16 



~:A --

で
農
業
中
央
会
は

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
け
る
一
二
の
下
部
団
体
(
の
2
2
0号
以
白
色
巾
)
に
対
し
て
、

一
子
相
続
立
法
の
必
要
性
の
有

無
に
つ
い
て
の
報
告
を
求
め
た
Q

そ
こ
に
寄
せ
ら
れ
た
報
告
は
、
各
地
の
相
続
慣
行
を
示
す
も
の
と
し
て
、

西独ヴュルテンベノレクにおける農地の一子相続

き
わ
め
て
興
味
深
い
が
、

二
の
下
部
団
体
の
う
ち
、
七
つ
か
ら
は

一
子
相
続
法
の
制
定
が
全
く
不
必
要
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
、
残
り
の
五
つ
か
ら
は
、

ニ
ユ
ア
ン

農
場
登
録
式
(
国
内
法
号
。

--053ZB)
に
よ
る
一
子
相
続
法
の
導
入
に
賛
成
す
る
解
答
が
も
た
ヨ
り
さ
れ
た
。

て
法
定
一
子
相
続
法
(
阿
見
g
g
Eロ
q
Zロ
諸
島
同
)
を
望
む
意
見
は
、
殆
ん
ど
一
不
さ
れ
な
か
っ
た
Q

ス
に
違
い
が
あ
る
が

か
く
て
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
い
て
は
、

遂
に
ラ
ン
ト
の
一
子
相
続
法
の
制
定
を
見
な
い
ま
ま
、

一
九
世
紀
の
幕
を
閉
じ
る
こ
と
と

な
っ
た
Q

(6) (5) (4) (3) (2) (1) 

E
-
-
R
ω
・
N∞
ご
同
-
u
d
弓

a
g
r
ω
・
N0・

凶

V-E-wω
・
ωω
印同・
u

剛内

S
F
ω
・
2
・

同州

L
S
F
∞
-
U
N
T
関
口

m
R
J
H・
回
仏

-wω
・
広

C陪

-uz-一一
2uω
・ぬ∞∞

U阿ハ
E
R同
wω
・
き
・

図。

-rユ円
Y
由
・
回

p
u
ω
-
H∞印
U明
弘

F
F
ω
-
U
N
F
同ハロ岱

2vuH・
切
丘
ケ

ω・同町
ω
一
詞
よ
渉
内

}
w
ω
N
0・

出
色

rznrw
申
・
回
仏

-wω-H∞印
U阿ハロ
ω同)ヲ

ω・
E
C
U
同
己
目
。
ァ

ω・
N∞∞-

阿内

ghFuω
・
日
叶
に
よ
る
と
、
一
八
四
八
年
当
時
、
。

roanrd々
与
吉
で
は
農
地
の
多
く
が
明
生
命

r
g
で
あ
っ
て
、
そ
の
占
め
る
割
合
は
次
の
如
く

で
あ
っ
た
。
。

Z
H卸
B
E
C
E
r
w
n
r
日
NU
品

罪

者

-
5
2
0
3
w
h
u
ω
山口日間

2
5叶
界
者
自
由
。
ロ

β
H
R
F
Z
E
E
H問
ωω
・叶
E
W仇

W
E
E
-片
a

g

a-市町
X
u
w
p
o
E
P
8・由
x
w
明
日
比
口
問
。
ロ

AHNU
∞
X
w
戸山口司

r
o
M
S
5
x
v
。
自
由
口
仏

NU切

Huh-
〉

m
-
E
N
P
∞次・

す
で
に
そ
の
傾
向
は
、
一
八
一
七
年
以
来
見
ら
れ
る
(
町
内

L
E
H
r
ω
-
U
N
S。
〈
吃
・
出
口
町
♂
∞

-N窓
口
口
ι
伊

NU--

同り包

S
F
ω
・
ω日∞
U
E色
町
。
ロ
円
Y
申
・
回

L-wω
・
H定
・
ア
ル
ゴ
イ
地
方
で
も
か
つ
て
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
土
地
の
売
買
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

F
W
E
P
ω
・
4
N
E
L
ω
・
5
N
参
照
。

出。

-F江口
y
申
・
切
払

-wω-NUN-

回
目
。
吋
uω
・
N
S・

(8) (7) 目。 (9)

そ

し
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日5)(14) (13) U2l Ul) 

出。
-
E
F
n
y
u・
E-uω
・同∞印

E
E
ω
・
N
O
H
R
U
E
-
E
U
ω
-
M志
向
・
山
者
2
E
W
ω
・
8

4
F可
。
即
}
】
め
「

ω・
NU-

附
内
同

mwぬ
f
ω
・市山∞・

4J12r巳
w

∞-
N
A戸時・

開

U
F
ω
・
E
ω
C
R
u
d弓
OFvorω
・
自
民
-u
附
内
同
国
内

F
ω
-
U即時同・

論

3 

二

O
世
紀
に
お
け
る
一
子
相
続
法
の
制
定

右
一
九
世
紀
に
お
け
る
事
情
は

二

O
世
紀
に
な
っ
て
も
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
い
て
は
容
易
に
変
化
を
・
1

小
さ
な
い
。

や
っ
と
第
一

次
大
戦
を
契
機
と
し
て
工
業
化
の
影
響
が
見
ら
れ

一
子
相
続
慣
行
は
動
揺
を
来
し
は
じ
め
る
。

そ
こ
で
遂
に
一
九
三

O
年
に
一
子
相
続

法
の
制
定
を
見
る
乙
と
と
な
っ
た
。

こ
こ
に
は
じ
め
て
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
い
て
は
、

一
子
相
続
慣
行
に
対
す
る
法
的
支
え
が
与
え

ら
れ
た
ζ

と
に
な
る
が
、

そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
他
の
諸
ラ
ン
ト
に
お
い
て
、

一
九
世
紀
末
に
実
現
さ
れ
た
立
法
と
'
惹
義
を
同
じ
く
す
る
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
の
進
展
に
伴
う
農
業
の
没
落
を
防
ぐ
た
め
、
農
場
の
経
済
力
を
維
持
す
る
ζ

と
を
目
的
と
す
る
@
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、

さ
ら
に
間
も
な
く
ナ
チ
ス
の
世
襲
農
場
法
で
様
端
に
強
化
さ
れ
た
後
、
第
二
次
大
戦
後
に
お
い
て
も
、

な
お
押

し
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
下
こ
の
過
程
を
考
察
し
よ
う
。

一
九

C
C年
以
降
、
諸
子
均
分
相
続
の
原
則
を
と
る
ド
イ
ツ
民
法
が
適
用
さ
れ
る
と
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
ド
イ
ツ
民
法
は
、

ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
け
る
農
地
の
相
続
に
つ
い
て
、
実
際
に
影
響
力
を
も
た
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

従
来
か
ら
自
由
分

割
の
行
な
わ
れ
て
来
た
旧
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
い
て
も
、
人
々
は
、
少
な
く
と
も
農
場
を
家
族
の
手
に
維
持
(
宮
仏
角
句

ω
5
5
0
2

。
岳
包
件
。
ロ
)
し
よ
う
と
努
め
て
、

必
ず
し
も
ド
イ
ツ
民
法
の
規
定
通
り
に
捜
場
を
分
割
し
な
か
っ
た
が

新
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ぺ
ル
ク
に
お
い

も?
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て
は
、
従
来
か
ら
の
一
子
相
続
が
や
は
り
慣
行
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

と
相
容
れ
な
か
っ
た
。

ド
イ
ツ
民
法
の
原
則
は
、
農
民
の
一
考
え
方
や
慣
行

か
く
て
ド
イ
ツ
民
法
の
施
行

κよ
っ
て
も
、
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
に
お
け
る
農
地
の
相
続
問
題
は
片
づ
か
ず
、

ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
第

六
四
条
に
よ
る
ラ
ン
ト
の
一
子
相
続
法
を
制
定
す
べ
き
か
否
か
の
問
題
は
、

二

O
世
紀
に
持
ち
と
さ
れ
る
と
と
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
前
…
記

農
業
中
央
会
は
、
内
務
省
に
対
し
て
、

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ぺ
ル
ク
に
お
け
る
法
慣
習
と
し
て
の
一
子
相
続
法
の
実
情
を
正
確
に
調
査
す
る
よ
う

提
案
し
た
。

乙
の
提
案
に
基
づ
き
内
務
省
は

一
九

O
五
年
に
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
全
部
の
区
裁
判
所
存

g
g
t

法
務
省
と
協
力
し
て

m2wzo)
と
区
公
証
人
役
場
面
白
庄
内
包
。
宮
司
U
R
)
に
質
問
書
を
出
し
て
報
告
を
求
め
た
Q

そ
の
結
果
一
子
相
続
慣
行
に
関
す
る
き
わ

西独ヴュ Jレテンベルクにおける農地の一子相続

な
お
一
子
相
続
法
が
必
要
で
あ
る
と
の
結
論
に
は
到
達
し
な

一
九
世
紀
末
に
為
さ
れ
た
こ
回
の
調
査
に
寄
せ
ら
れ
た
意
見
(
に
む
と
大
体
同
趣
旨
で
あ
託
。

め
て
詳
細
な
資
料
が
得
ら
れ
た
が
、
農
業
中
央
会
は
、

こ
の
調
査
の
結
果
、

か
っ
た
。
そ
の
理
由
は

再
び
、

一
子
相
続
法
の
制
定
を
見
な
い
ま
ま
第
一
次
大
戦
を
迎
え
た
が
、

一
子
相
続
法
制
定
の
問
題
が
や
か
ま
し
く
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
の
結
果
、
農
業
の
疲
弊
が
著
し
く
、
農
民
の
税
金
の
負
担

か
よ
う
に
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
で
は

こ
の
戦
争
を
契
機
と
し
て
、

の
増
大
や
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
共
同
相
続
人
に
対
す
る
補
償
の
支
払
も
困
難
と
な
り
、

一
子
相
続
演
行
の
維
持
が
む
ず
か
し

き
わ
め
て
興
味
あ
る
こ
と
は
、

の
み
な
ら
ず
、

ド
イ
ツ
民
法
が
施
行
さ
れ
て
年
月
を
経
る
に
伴
い
、
ド
イ
ツ
民
法
の
自

く
な
っ
て
来
た
。

由
分
割
の
原
則
が
次
第
に
慣
行
を
排
除
す
る
に
至
っ
た
事
実
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
と
で
あ
る
。
ま
た
ド
イ
ツ
民
法
の
家
族
法
の
規
定
も

間
接
的
に
相
続
に
つ
い
て
影
響
力
を
与
え
、
か
つ
て
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
で
し
ば
し
ば
締
結
さ
れ
て
い
た
夫
婦
財
産
・
相
続
契
約
百
聞
M
O
s

s-司
言
。
号
邑
(
箭

ω)
が
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
の
規
定
に
よ
る
に
至
っ
た
事
実
も
指
摘
さ
れ
て
い
信
か
よ
う
な

一
子
相
続
慣
行
が
く
ず
れ
る
危
険
が
あ
っ
た
た
め
に
、

諸
事
情
に
よ
り
、

一
子
相
続
法
の
制
定
を
望
む
世
論
が
増
大
し
、
農
業
会
議
所

北法 12(1・19)19 



鋭

t E 
たTR
O~ ~ 

::1. 
2 
v 
m 
>-+. 
pゃ

担
問・
m 
g 
g 
o 
吋

は

一
九
二
二
年
七
月
六
日
の
総
会
に
お
い
て
、

一
子
相
続
法
の
必
要
性
に
つ
い
て
次
の
内
容
の
決
議

論

「
農
業
会
議
所
は
、
経
済
力
あ
る
農
業
の
維
持
の
た
め
に
、
農
場
登
録
簿
(
同

OPE--o)
へ
の
自
由
な
登
録
(
骨
包
三

E
m何
回
E
E肉
g
m
)

の
形
に
お
け
る
一
子
相
続
法
の
制
定
を
希
望
す
る
。

一
子
相
続
人
は
、
先
取
相
続
分
(
〈
。

E
5
)
と
と
も
に

農
地
を
不
分
割
の
ま
ま
収

益
価
格
で
承
継
す
る
権
利
を
も
っ
。

未
完
済
の
相
続
分
(
開
号
窓
口
ゆ
)
に
つ
き

抵
当
権
附
担
保
安
否
a
v
o
w包
R
Z

共
同
相
続
人
は

ωWV2ao--c忠
州
)
と
利
子
の
請
求
権
を
も
ち

終
身
扶
養
の
権
利

未
成
年
の
問
扶
養
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

生
存
配
偶
者
に
は

(
K
F

】件。ロ仲命日目的叫

on伊
丹
」
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

一
子
相
続
人
が
相
続
の
後
、

一
定
の
期
間
内
に
一
子
相
続
財
産
辛
口

R
Zロ関口同)

を
他
に
譲
渡
す
る
場
合
に
は

一
子
相
続
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
利
益
を
相
続
人
と
清
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
共
同
相
続
入
に

は
先
買
権
(
〈

2
M
g
z
p
B
n伊
丹
)
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
政
府
が
こ
の
意
味
に
お
け
る
一
子
相
続
法
の
法
的
規
整
を
図
る
ζ

と
が
望

ま
れ
る
」
。

か
よ
う
な
農
業
会
議
所
の
要
望
に
基
づ
い
て
、
政
府
は

一
子
相
続
法
の
草
案
を
作
り
、

一
九
二
三
年
、
議
会
(
戸
山
口
仏
Zm)
に
こ
れ
を

提
出
し
た
(
昨
日
件
発
R
E
F
S
-
)
。

ら
れ
て
、
一
九
二
九
年
一
一
月
一
三
日
に
一
子
相
続
法
は
議
会
を
通
過
し
た
。

し
か
し
議
会
の
解
散
等
の
た
め
こ
の
法
案
は
直
ち
に
は
成
立
せ
ず

そ
の
後
草
案
に
修
正
が
加
え

乙
れ
が
一
九
三

O
年
二
月
一
四
日
の
一
子
相
続
法
三
宮

の
g
a
N
S
Z吋
色

g
h
p
S号
g
g
n
z
g
当
皆
吉

g
宮司
m
g
B
Z
-
N・
5ω
。
)
で
あ
る
。

ブ
イ

こ
の
法
律
の
成
立
に
当
り
、
議
会
で
反
対
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
と
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
は
、
貴
族

フ

イ

テ

イ

コ

ミ

ス

こ
の
法
律
の
主
た
る
目
的
が
、
貴
族
世
襲
財
産
を
一
子
相
続
法
の
名
の
下
に

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

デ

イ

コ

ミ

ス

世
襲
財
産
を
お
そ
れ
る
と
い
う
意
見
|
|
特
に
共
産
党
は
、

維
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
地
主
と
農
場
所
有
者
に
、

そ
の
所
有
を
保
障
す
る
手
段
を
作
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し

北法 12(1・20)20 



た
。
第
こ
に
は
、
乙
の
法
律
は
共
同
相
続
人
を
非
常
に
不
利
益
な
ら
し
め
る
こ
と

l
特
に
社
会
民
主
党
の
の
喜
江
口
問
は
、
一
子
相
続
法

に
よ
っ
て
、
財
産
の
あ
る
農
民
の
息
子
や
娘
が
完
全
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
、

そ
し
て
国
民
の
大
部
分

の
者
が
非
常
な
不
利
益
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
第
三
に
は
、

こ
の
法
律
は
非
現
実
的
で
あ
り
評
判
が

悪
く
、
従
っ
て
無
意
味
で
あ
り
、
実
効
性
が
な
い
こ
と
1

!
こ
れ
は
出

ωm己
完
・
同
・
司
・
)
の
述
べ
た
見
解
で
あ
る
が
、
自
由
党
の

τ
Eロロ
g

明
一
回
れ
何
回
。
叫
、
も

こ
の
法
律
の
制
定
が
お
そ
す
ぎ
て
、

農
業
の
零
細
佑
と
商
工
業
の
進
展
に
よ
り

農
業
が
も
は
や
自
足
の
企
業
た
り
得
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
反
対
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
が
、
結
局
こ
の
法
律
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ
っ
て
成
立
し
、

西独ヴュ )Vテンベルクにおける農地の一子相続

行
さ
れ
た
。

一
九
一
二

0
年
四
月
一
日
か
ら
施

乙
の
法
律
の
大
き
な
特
色
は
、
農
場
登
録
式
一
子
相
続
制

(ω
ヨ
g
E
島
南
出
円
以
南
♀
戸
市
)
の
採
用
に
あ
る
Q

す
な
わ
ち
、
農
場

所
有
者
は
農
場
を
一
子
相
続
法
に
服
せ
し
め
る
か
否
か
を
自
由
に
き
め
て
登
録
を
す
る
乙
と
が
で
き
(
紅
)
、
ま
た
登
録
を
し
た
あ
と
で
も

な
お
農
場
処
分
の
自
由

2
2
E
m
s
m島
市
宮
島
)
を
宍
わ
な
い
(
献
)
。
登
録
抹
消
の
申
請
も
自
由
で
あ
る
(
紅
)

Q

つ
ま
り
、

最
も
緩
和
さ
れ
た
形
の
一
子
相
続
制
度
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
間
接

的
一
子
相
続
法
(
宮
島
町

o
E
g
k
pロ
R
Zロ
g
n伊
丹
)
で
あ
っ
て
、

乙
の
点
シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ

ヴ
ア
ル
ト
に
適
用
さ
れ
た
パ

1
デ
ン
の
一
子
相
続
法
が
、
不
分
割
農
場
を
法
律
上
確
定
し
た
(
同
時
中
一
間
性
牛
一
民
一
辺
…

J
Z七
)
の
と
好
対

照
を
為
す
。
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
け
る
農
民
の
要
望
に
応
え
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
近
代
的
一
子
相
続
立
法
の
傾
向
に
沿
っ
た
も
の

と
い
え
よ
う
。

し
か
し
右
一
九
三

O
年
法
は
、
実
際
に
は
殆
ん
ど
活
用
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
の
ア
ル
ゴ
イ

(〉ロ

m似
ロ
)
地
方
で
は
、

古
く
か
ら
前
記
の
夫
婦
財
産
・
相
続
契
約
や
遺
言
が
行
な
わ
れ
て
、

農
民
は
自
ら
そ
の
農
場
の
承
継
を
定
め
る

こ
の
法
律
は
予
想
に
反
し
て
実
効
性
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
Q

こ
の
こ
と
が
ヴ
手
ル
テ
ン
ペ

こ
と
を
好
ん
だ
の
で
、

北法 12(1・21)21 



説

ル
ク
全
体
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
か
否
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
と
も
か
く
乙
の
法
律
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、

わ
ず
か
三
年
間
に
す

ぎ
ず

一
九
三
三
年
に
は
、

ナ
チ
ス
の
世
襲
農
場
法
(
河
包
門

Z
2
5え
mgZN)
が
施
行
さ
れ
て
、
右
一
九
三

O
年
法
は
廃
止
さ
れ
た
。

章者

こ
の
世
襲
農
場
法
は
、

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
で
大
き
い
意
義
を
有
し
た
。
す
な
わ
ち
、
世
襲
農
場
法
は
、
強
制
と
国
家
的
監
督
に
よ
っ

て
そ
の
目
的
を
達
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
前
記
ア
ル
ゴ
イ
地
方
で
は
、
農
民
の
自
由
な
自
主
的
決
定
権

3
0
-
Z
F
g
t
B
Bロ
ロ
寝
耳
岳
同
)
が

制
限
さ
れ
る
と
い
う
理
由
や
、
夫
婦
の
共
有
が
妨
げ
ら
れ
る
等
の
理
由
で
、
農
民
は
、

は
じ
め
反
情
を
示
し
た
。
し
か
し
一
九
三
三
年
一

O
月
一
九
日
の
施
行
令
(
閃

5
0
巴
ロ
日
毘

5
3
5
m
m
s
g
Eロ
5
m
g
B
河
a
n
y
百円
5
0
f
2
3
5
B
巴・

5
・
凶
器
ω

)

(

叩

l
h・
ゲ
)
に
よ
っ

例
外
的
に
夫
婦
が
相
互
に
農
場
承
継
人
に
な
れ
る
こ
と
に
な
っ
だ
の
で
(
献
一
一
)
、
一
九
三

こ
の
例
外
を
活
用
し
た
と
い
わ
仏

μ。
こ
の
地
方

て

世
襲
農
場
法
の
原
則
が
若
干
緩
和
さ
れ
、

四
年
か
ら
三
五
年
に
か
け
て

ア
ル
ゴ
イ
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
世
襲
農
場
所
有
者
は

に
お
け
る
伝
統
的
な
夫
婦
の
財
産
上
の
地
位
の
平
等
を
示
す
現
象
と
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

第
二
次
大
戦
終
結
の
後
、
連
合
軍
管
理
令
(
肉
。
ロ
守
主

E
Z
m
m
R
R
Z吋
・
合
)
に
よ
っ
て
、

一
九
四
七
年
四
月
二
四
日
以
来
、
右
世
襲
農

場
法
は
廃
止
さ
れ

一
九
三
三
年
一
月
一
日
現
在
で
効
力
を
有
し
て
い
た
ラ
ン
卜
の
一
子
相
続
法
が
復
活
す
る
と
と
と
な
っ
た
。

そ
こ
で

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
で
は
、
前
記
一
九
三

O
年
法
が
再
び
効
力
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
が
、

ア
ル
ゴ
イ
地
方
で
の
例
に
よ
る
と

以
前
と

同
じ
く
、
農
民
は
、

や
は
り
進
ん
で
こ
の
法
律
を
活
用
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
殆
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
一
般
、
法
と
し
て
の

B
G
B
だ

け
が
適
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、

な
が
い
間
世
襲
農
場
法
が
行
な
わ
れ
て
、

な
一
子
相
続
法
の
制
定
を
要
望
す
る
戸
が
高
ま
っ
た
。

そ
の
影
響
が
あ
る
た
め
、
紛
争
は
単
純
で
な
く
、

乙
こ
に
新
た

そ
こ
で

一
九
五

O
年
六
月
ご
二
日
に
、

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ぺ
ル
ク
・
ホ

1
エ
ン
ツ
オ
ラ
l
ン
(
者
ロ
ユ

8
8
Z括
l

問。

Z
5島
常
ロ
)
の
議
会

で
「
一
子
相
続
法
の
復
活
に
関
す
る
法
律
」
(
巴
自
の
巾
凹

3
5
2
宮
司
E
2
3
E
F
E口
問
己

g

E
常
宮
口
吋

R
V
Z
)
(叩
J
~凶
】
・
)
が
制
定
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西独ヴュ Jレテンベルクにおける農地の一子相続

さ
れ
た
。

こ
の
法
律
は
、
原
則
的
に
一
九
三

O
年
法
の
復
活
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
相
続
に
お
け
る
農
場
の
細
分
化

(
N
2
8
5
S
1

叫
ロ
ロ
関
門
同
町
一
円
四
回
口
角
ロ

}MOP-BH凶号
m
mロ
閃
)
を
避
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
た
だ
し
、

一
九
三

O
年
法
が
実
際
に
は
農
民
に
よ
っ
て
活
用

さ
れ
な
か
っ
た
ζ

と
に
か
ん
が
み
て

乙
の
法
律
は
、

世
襲
農
場
法
に
お
け
る
世
襲
農
場
面
号
伊
良
巾
)
を
、

す
べ
て
こ
の
法
律
で
い
う
一

子
相
続
財
産
(
〉
ロ
σ号
。
ロ
呪
洋
0
5
と
み
る
乙
と
と
し
た
Q

し
か
も
こ
の
法
律
は

一
九
四
七
年
四
月
二
四
日
に
遡
っ
て
適
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
世
襲
農
場
法
と
の
連
続
性
が
図
ら
れ
た
Q

か
よ
う
に
一
九
五

O
年
法
が
、
直
接
的
一
子
相
続
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

た
だ
し
一
子
相
続
財
産
の
所
有
者
は
、

を
こ
の
法
律
の
適
用
か
ら
外
す
乙
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
、
不
当
な
強
制
か
ら
免
れ
る
余
地
が
認
め
ら
れ
た
。

い
つ
で
も
そ
の
農
場

子
相
続
制
度
を
強
化
し
た
と
と
は
、

き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
乙
と
で
あ
る
Q

110) (9) (8) (7) (6) (6) (4) (3) (2) (1) 
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・
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n
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ω
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四

mud司
己
出
向
"
盟
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白
血
同
伶

2
P
E
P
S
E
u
ω
・

ェ

録
は
四
件
あ
っ
た
に
と
ど
ま
る
。

ぐ
悶
「
岡
山

3nv-Pω-AH由
民
・

に
よ
る
と
、

F
E
当
官
5
B
Z品
-FLB
で
農
場
登
録
答
へ
の
登

日1)
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説

一
子
相
続
制
度
の
内
容

論

以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
変
遷
を
経
て
来
た
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
一
子
相
続
制
度
の
内
容
を
、
特
に
慣
行
に
重
点
を
置
き
つ
つ
以
下
考

察
し
た
い
。
そ
の
考
察
に
当
つ
て
は
、
シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
の
末
子
相
続
に
比
し
、

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
の
長
子
相
続
が
如
何
に
異

る
か
、
ま
た
序
説
で
指
摘
し
た
よ
う
に

一
子
相
続
慣
行
の
内
容
が
、

近
代
法
に
お
け
る
自
由
、
平
等
の
理
念
と
如
何
に
調
和
す
る
か
、

を
特
に
留
意
し
た
い
。
た
だ
し
前
述
の
よ
う
に
、

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
で
は
、

一
九
世
紀
末
に
至
る
ま
で

一
子
相
続
慣
行
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
以
下
の
論
述
も
、

主
と
し
て
一
九
世
紀
末
以
来
の
調
査
を
記
述
し
た
文
献
を
基
礎
と
す
る
。
も
っ
と
も
第

二
次
大
戦
以
後
の
事
情
に
つ
い
て
は
、

同
州
包
円

F
F
し
か
参
照
し
得
な
か
っ
た
の
で
十
分
で
な
い
Q

後
日
の
補
完
を
期
し
た
い
Q

1 

農
場
承
継
人
の
地
位

(イ)

農
場
承
継
人

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
の
一
子
相
続
地
方
で
は
、
長
男
子
が
農
場
を
承
継
す
る
の
が
、
古
く
か
ら
の
一
般
の
慣
行
で
あ
る
。
そ
し
て
地
方

ζ

の
長
男
子
の
優
先
は
、
一
種
の
一
身
専
属
権
の
性
質
(
の
E
Z
E
R
o
-ロ
2
K
F
3
4
8
g与
え
宮

g
g
r
v
o『
COBnvt

t
m
w
g
c
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
若
し
男
子
が
い
な
け
れ
ば
、
長
女
が
農
場
を
承
継
す
る
Q

し
か
し
、
か
よ
う
な
長
子
相
続
の
原

則
は
、
一
般
に
は
必
ず
し
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
農
場
に
と
っ
て
適
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
長
男
子
は
一
子
相
続
人

に
選
択

(dfz
。g
〉
回
向
宮
口
)
さ
れ
る
。

に
よ
っ
て
は

そ
し
て
第
一
次
大
戦
の
後
、

戸山口
aH司
即
吋
同
V

に
農
場
を
譲
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
農
場
承
継
人
の
選
択
が
怒
意
的
K
行
な
わ
れ
て
、
両
親
に
と

地
方
に
よ
っ
て
は

最
も
有
能
な
者
(
骨

B
B岳
民
哲
件
。
ロ
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長
男
子
が
す
で
に
他
の
農
場
に
ム
コ
入
り
(
足
忌
巾
町
民
兵
包
n
F
・・・

mgTwsgg骨
足
ロ
図
。
町
一
号
)
し
て
年
少
の
子
が
こ
れ
に
代
る
こ
と
も
あ
る
。
子
供
の
多
い
農
家
に
あ
っ
て
は
、
末
子
が
農
場
承
継
人

に
選
択
さ
れ
る
場
合
(
宮
S
R
a
)
も
み
ら
れ
る
Q

ド
ナ
ウ
地
方
の
エ
ル
ジ
ン
グ
ン
(
開
門
的
宮
内
合
口
)
で
は
、
長
男
子
は
良
い
機
会
が
あ
れ
ば
、

っ
て
最
も
気
に
入
っ
た
子
が
選
ば
れ
る
場
合
も
あ
る
。

時
に
は

他
の
農
場
に
ム
コ
入
り
(
何
百

F
a
g
Bロ
)
す
忍
こ
と
は
さ
し
っ
か
え
が
な
く
、
そ
の
場
合
に
は
、
農
場
が
女
子
の
一
人
に
よ
っ
て
承
継
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
窃
あ
る
地
方
で
は
、
第
一
次
大
戦
後
、
夫
婦
の
財
産
が
豊
か
に
な
る
と
い
う
理
由
で
、
女
子
が
農
場

を
承
継
す
る
事
例
も
多
か
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
ど
の
男
子
が
良
い
結
婚
を
し
て
、
他
の
き
ょ
う
だ
い
に
補
償
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
に
よ
り
、
農
場
承
継
人
を
き
め
る
こ
と
も
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
前
記
エ
ル
ジ
ン
グ
ン
で
は
、
長
男
子
が
心
身
不
具
の
場
合
、
あ

西独ヴュルテンベルクにおける農地の一子相続

る
い
は
予
定
し
た
結
婚
に
よ
っ
て
は
、
農
場
承
継
に
伴
う
金
銭
上
の
負
担
を
引
受
け
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
に
は
、
長
男
子
が
予
め
承

継
人
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
も
稀
で
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
農
場
所
有
者
が
死
亡
し
て
、
そ
の
妻
が
再
婚
し
た
場
合
に
は
、
前
婚

の
子
が
農
場
を
承
継
す
る
と
は
か
ぎ
ら
ず

エ
ル
ジ
ン
グ
ン
で
は
、
先
ず
妻
が
農
場
を
承
継
し
た
後
、
後
夫
が
こ
れ
を
承
継
し
、
結
局
後

婚
の
予
が
ζ

れ
を
承
継
す
る
に
至
る
事
例
も
あ
る
と
云
わ
れ
る
Q

し
か
し
代
々
承
継
さ
れ
て
来
た
農
場
に
対
す
る
子
の
相
続
権
は
根
強
い

か
よ
う
な
や
り
方
は
、
不
法
(
河

R
宮
島

gmzロ
閃
)
で
あ
る
と
の
世
の
非
難
を
受
け
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

も
の
が
あ
る
か
ら
、

以
上

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
で
は
、
慣
行
上
、
長
子
相
続
の
原
則
が
と
ら
れ
つ
つ
、

そ
れ
が
絶
対
的
な
規
範
を
為
す
も
の
で
は
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
の
変
容
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
見
た
ω

何
故
か
よ
う
な
変
容
が
生
ず
る
か
、
の
理
由
は
、

農
場
承
継
が
、

一
般
に
は
必
ず
し
も

長
男
子
の
生
れ
な
が
ら
の
優
越
と
結
び
つ
く
の
で
は
な
く
て
、
農
場
所
有
者
に
よ
る
農
場
承
継
人
の
選
択
と
い
う
契
約
原
理
に
立
脚
す
る

と
い
う
乙
と
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
選
択
と
い
う
限
度
に
お
い
て
は
、

農
場
所
有
者
の
自
由
が
確
保
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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説

農
場
所
有
者
に
子
が
い
な
い
場
合
の
取
扱
い
は
、
各
地
方
の
慣
行
に
よ
っ
て
、

ま
ち
ま
ち
で
あ
る
Q

多
く
の
地
方
で
は
、

一
子
相
続
慣

行
の
み
が
行
な
わ
れ
る
結
果
、
農
場
所
有
者
に
子
が
い
な
け
れ
ば
、
も
は
や
農
場
の
一
括
承
継
は
生
じ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
あ
る
い
は

論

農
場
所
有
者
は
生
前
に
農
場
を
高
価
に
売
却
し
て
し
ま
う
場
合
も
あ
り
、
あ
る
い
は
農
場
所
有
者
の
死
後
、
共
同
相
続
人
が
協
議
に
よ
っ

て
承
継
人
を
定
め
、
も
し
協
議
が
調
わ
な
け
れ
ば
、
農
場
を
売
却
し
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
農
場
所
有
者
が
生
前
に
、
他
の
親

族
の
子
を
農
場
承
継
人
に
す
る
場
合
も
ま
れ
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
農
場
所
有
者
は
、
親
族
の
子
を
予
め
里
子
(
句
出
品
ゆ
宵
宮
内
同
)
と
し

て
養
育
す
れ
w

前
記
エ
ル
ジ
ン
グ
ン
に
お
い
て
も
と
う
し
た
里
子
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
場
合
に
養
子
(
包

c
E
2
3
)
と
い

う
形
が
と
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
と
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
第
一
に
、
農
場
の
不
分
割
承
継
の
要
請
が
、

必
ず
し
も
絶
対
的
規
範
を
為
す
も
の
で
は
な
い
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
本
稿
で
随
所
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、

農
場
を
家
族
の
手
に
維
持
し
た
い
と
い
う
要
請
は
、

き
わ
め
て
強
い
が
、

そ
れ
は

せ
い
ぜ
い
農
場
所
有
者
に
子
が
い
る
場
合
に
あ
て
は
ま
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
第
二
に
、

農
場
の
不
分
割
承
継
は
、
家
名
の
維
持
と
必
ず

し
も
結
び
つ
い
て
い
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
農
場
所
有
者
に
子
が
い
な
け
れ
ば
、

必
ず
し
も
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
、
家
名
を
維
持
す
べ

き
も
の
と
さ
れ
て
い
な
い
と
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
d

乙
の
後
の
点
は
、

シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
し

ヘ
北
法
一

O
巻
一
J

F

二
三
頁
参
照
、

て
、
農
場
所
有
者
の
家
名
が
維
持
さ
れ
な
い
こ
と
と
も
関
連
す
る
と
と
で
あ
る
(
的
一
出
航
齢
制
酬
請
h
府
民
γ

民間肝)。

本
稿
で
も
各
所
に
触
れ
る
が
、

農
場
所
有
者
に
女
子
し
か
い
な
い
場
合
に
、

ム
コ
入
り
(
閃
S
F
2
2
Rロ
)
が
行
な
わ
れ

慣
習
に
よ
る
と
、

農
場
承
継
人
に
予
定
さ
れ
た
子
は

か
つ
有
利
な
結
婚
相
手
(
松
吉
田
C
m
m

年
齢
が
熟
し
(
巾

5

2広
R
g
〉ロ巾円)、

国

a
g
Z同】
R5w)
を
見
つ
け
る
と
農
場
を
譲
り
受
け
る
。

そ
の
年
齢
は
、
具
体
的
に
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
北
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
で

は
、
三

O
歳
な
い
し
四

O
歳
の
場
合
が
最
も
多
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
家
族
が
大
き
く
な
ら
な
い
た
め
の
考
慮
と
し
て
、
子
が
四

O
歳
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に
達
し
て
は
じ
め
て
、
父
が
農
場
を
譲
る
と
い
う
事
例
も
あ
る
。
そ
し
て
前
記
エ
ル
ジ
ン
グ
ン
に
お
い
て
は
、

農
場
承
継
人
に
予
定
さ
れ

あ
る
い
は
相
当
な
財
産
の
あ
る
結
情
相
手
が
見
つ
か
っ

て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
き
ょ
う
だ
い
に
補
償
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
る
ま
で
延
期
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
Q

か
よ
う
に
農
場
の

譲
渡
は
、
農
場
承
継
人
の
結
婚
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
て
、
若
し
農
場
承
継
人
に
予
定
さ
れ
た
子
が
、
早
く
結
婚
し
て
し
ま
う
と
、

た
子
の
結
婚
は
、
他
の
す
べ
て
の
き
ょ
う
だ
い
の
世
話
が
い
ら
な
く
な
る
ま
で
、

そ
の
夫
婦
は
、
「
下
男
と
下
女
の
如
く
」

(
Z
包
団
関
口

R
宮
ロ
ロ

a
E白
m己
主
)
、
大
き
い
権
利
を
も
つ
こ
と
な
く
農
場
で
過
ご
す
ο

所
有
者
た
る
父
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
他
の
者
を
農
場
承
継
人
に
定
め
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
農
場

以
上
の
諸
事
実
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
第
一
に
、
長
子
相
続
制
度
の
も
つ
困
難
が
、
農
場
承
継
人
た
る
長
男
子
の
結
婚
を
お
く
ら
す
と

西独ヴュルテンベJレクにおける農地の一子相続

い
う
形
で
解
決
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
が
炉
げ
w
v
p
M
J
ザ
山
一
銭
円
T
4
4
m弘
司
品
一
以
一
町
一
μ
云

)
(
1
4
派
生
的
に
、

な
く
、
二
、
三
人
に
と
ど
ま
処
そ
の
結
果
将
来
の
農
場
譲
渡
の
場
合
に
、
補
償
請
求
権
者
の
数
が
多
く
な
ら
な
い
で
済
む
こ
と
1
1
1
、

第
二
に
、
農
場
承
継
人
の
結
婚
は
、
当
事
者
双
方
に
と
っ
て
打
算
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
逆
に
奏
の
持
参
財
産
が
農
場
承
継
人
の
き

通
常
農
場
に
は

子
供
の
数
が
少

ょ
う
だ
い
に
対
す
る
補
償
の
支
払
い
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
妻
の
家
庭
上
の
地
位
を
強
化
す
る
の
に
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
こ

一
つ
の
農
場
に
は
一
家
族
と
い
う
原
則
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
農
場
譲
渡
人
夫
婦
は
、

農
場
譲
渡
と
同
時

と
、
第
三
に

に
隠
退
し
て
、
農
場
承
継
人
が
農
場
の
新
し
い
所
有
者
(
ロ

2
2
∞2
5ゆ
と
、
主
人
(
固
さ
事
)
と
な
り
、

ま
た
農
場
承
継
人
の
き
ょ
う

だ
い
は
、
後
述
の
如
く
、
独
身
の
続
く
限
り
で
の
み
農
場
に
と
ど
ま
り
得
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
(
担
問
ω)を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
す
で
に
一
言
し
た
よ
う
に
(
幹
也
、
特
に
北
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
で
は
、
古
く
か
ら
農
場
承
継
人
の
婚
姻
に
際
し
て
、
夫
婦
財
産
・

相
続
契
約
(
同

Z
s
gロ
島
周
忌
4
R丹
gm)
が
締
結
さ
れ
る
の
が
慣
行
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
婚
姻
中
は
、

B
G
B
の
一
般
財
産
共
同
制

(昼寝
E
5
2奇
想
g
o
g
n
z
g
(域
時
五
一
一
一
致
罫
仁
能
)
に
よ
る
が
、
夫
婦
の
一
方
が
死
亡
し
て
子
が
い
な
い
場
合
に
は
生
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説

存
配
偶
者
は
単
独
相
続
人
と
な
り

死
亡
配
偶
者
の
親
族
に
対
し
て

一
定
の
期
間
経
過
後
い
わ
ゆ
る
河
青
民
間
=
を
現
金
で
支
払
う
@

そ
の
額
は
、
通
常
死
亡
配
偶
者
の
持
参
財
産
の
四
分
の
一
な
い
し
五
分
の
一
で
あ
る
。
夫
婦
に
子
が
い
る
と
き
に
は
、
生
存
配
偶
者
は
、
子

論

と
共
に
一
般
財
産
共
同
制
を
維
持
す
る
か
、
ま
た
は
生
存
し
た
妻
が
全
遺
産
の
利
用
、
管
理
を
為
し
た
後
、
子
が
成
人
(
の

8
2静
ユ
事
一
色
丹
)

す
る
と
、
子
に
低
い
価
格
で
農
場
を
引
渡
す
。
か
よ
う
な
夫
婦
財
産
・
相
続
契
約
の
目
的
は
、
農
場
を
有
能
な
承
継
人
の
手
に
維
持
し
、

家
族
の
所
有
(
吋
ω
Bロ
ぽ
ロ

σ
2
5
)
を
確
保
す
る
点
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
基
礎
に
は
、
夫
婦
の
平
等
の
理
念
が
潜
み
、

そ
れ
が
一
子
相
続
制
度
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
ほ
か
、
地
方
に
よ
っ
て
は
、

乙
と
が
で
き
い
旬
。
こ
れ
は
シ
ユ
グ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
お
け
る

kvz-nE
を
汗
b
r
Z
Z
E
認
を
(
4
晴
子
一
即
時
…
一
)
に
相
当
し
、
前
述
の
長

む
し
ろ
と
れ
が
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
で
普
遍
的
で
な
い
点
に

長
男
子
は

農
場
承
継
を
放
棄
し
た
場
合

κ、
償
金
(
阿
見
∞

nvE-mz口
問
一
〉
ぴ
丹
円
高
)
を
請
求
す
る

男
子
の
農
場
承
継
に
つ
い
て
の
一
身
専
属
権
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

着
目
す
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
を
歴
史
的
に
遡
っ
て
考
察
す
る
こ
と
は
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。

農
場
を
一
切
の
附
属
物
と
と
も
に
承
継
す
る
と
と
は
、

一O
巻
二
〈
亀
子
コ
仁
旬
。

六
頁
参
照
、

i
:
h
J
f
し

シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
と
(
帥

一
子
相
続
人
が
、

(2) (1) (4) (3) 

巴
ω白タ

ω・
ロ
ω品開
-
u
E
-
-
2・
ω・
ωNfHYH円ZUω
・
お
m
u
t弓
巳

g
f
ω
・
ω件
U
F
H
n
r
F
∞-HC品・

出
己
2
・
ω・
ωNH
は
、
出
回
目
「
岡
山
口
任
。
〉
・

h
o
E
E
z
y
w
忌
g
問
。
ロ
。
〉
・

ω
2
k
g
w
∞D
Eロ
問
。
ロ
。
〉
・

Z
2
2
Y
E
B
に
つ
い
て
、

摘
す
る
。

何日

mw由♂

ω-Hωω
吋

udJ可
。
円
げ
め
「

ω-U品・

以
下
の
記
述
の
ほ
か
、
岡
山
広
島
F
ω
-
H
E
は
、
ア
ル
ゴ
イ
地
方
で
長
男
子
の
農
場
承
継
の
権
利
(
河
内
wnZ)
が
慣
習
上
存
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
、

と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
指

北法 12(1・28)28 



西独ヴュルテンベJレクにおける農地の一子相続

住2)U1) UO) (9) (8) (7) (6) (5) 

同州

ghHfω
・
8
・
ア
ル
ゴ
イ
地
方
に
お
け
る
第
ご
次
大
戦
以
後
の
事
情
と
し
て
、
岡
山
2
n
z
p
ω
・
5-AH
は
同
様
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

明
白

nyp
∞-AHN出・

剛山同国民♂

ω
-
H由
民
ロ
仏

ω・
N
N
u
m
m
w
z
p
ω
・
HO凸
ロ
ロ
仏

ω・
HC吋・

ωnr。ロ
rwω-mAH・

ω円
F
E
r
-
ω
-
E
m・
な
お
こ
の
点
に
関
し
、
同
ロ
ロ
zwω
・品

NNUHμ2口
E
P
ω
・
呂
町
参
照
。

ω円
r
S
F
ω
・
目
・
な
お
、
明
ロ
nzwω
・品
NN
参
照
。

d
J
1
。
Fro-wω
・
ω日・

ω円}凶作ロ
ruω
・
印
印
・
同
州
O
K
E
P
ω
・
ロ
ロ
ロ
仏

ω・
5ω

は
、
ア
ル
ゴ
イ
地
方
の
事
例
と
し
て
、
以
前
は
、
農
場
所
有
者
に
子
が
い
な
け
れ
ば
農
場
所
有
者

は
農
場
を
他
に
売
却
し
て
い
た
が
、
第
一
次
大
戦
以
後
、
金
銭
に
対
す
る
信
頼
が
失
わ
れ
た
結
果
、
養
子
(
〉
L
C
宮
5
ロ
)
が
多
く
行
な
わ
れ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
行
な
わ
れ
る
養
子
が
法
律
上
の
養
子
を
意
味
す
る
か
否
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

国
民
命
♂

ω・
ωNCU
阿ハ
g時
間

f
ω
-
N
H
ロロ
ι
ω
-
E
R・
削
山
岳
ロ
E
P
ω
・
吋
印
に
よ
る
と
、
ア
ル
ゴ
イ
地
方
で
は
、
通
常
ご
五
歳
ま
で
に
農
場
を
承
継
す
る
。

ω門町回。ロ
r・
ω・印
AF・

関
門
俗
同
♂
ω
-
H
m
E
・

州内同町凶一
RFω
・山町一
ω
・

関同同一
R
f
ω
.
N。・

附内
g
h
H
f
ω
-
H日
ロ
ロ
Lω
・
ω@
同
・
同
州
a口
E
0・ω・
8
一
に
よ
る
と
、
ア
山
ゴ
イ
地
方
で
は
一
般
に
包
釘
E
E出
回
。
ロ
ロ
《
同
町
C
同仲間

2
2
N
Z
C正
常
問
。
g
aロ
ωnr阻止

が
行
な
わ
れ
る
。

者
arm--ω
・
去
に
よ
る
と
、
宮
g
m
o
P
E
E
r
s目
F

C・
F
・
2
町
長
田
岡
田
三
百
二
2
r
g
n
r
F
B
F
N
F
H
r
z島
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。
な
お
、

巴
z
u
ω
・
HU8
参
照
0

4
〈

mwFσorω
・臼品・

(1日U司自日間 U4J(13) U国側(ロ)

農
場
承
継
の
形
式

一
子
相
続
人
が
農
場
を
承
継
す
る
形
式
は
、

シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
お
け
る
と
同
様

(Jd一
主
龍
一
)
、

E

E
∞E
E
-
-
eあ
る
い
は

北法12(1・29)29 



説

。Em-sEw
図。

p
u
m与
0・
K
戸

σ曽
σ0・
場
合
に
よ
っ
て
は
K
F
Z印

m
E
Z
m
m〈巾『可釦尚一
-
K
Z
E
o
-
-
m
Z吋件
g
m

ー
と
呼
ば
れ
る
農
場
譲
渡
契

約
百
ロ
丹
島
開
拓
品

ω
g
g円
丹
『
白
ぬ
一
)
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
農
場
所
有
者
は
、
生
前
に
農
場
を
一
子
相
続
人
に
譲
渡
す
る
。

買
主
(
閉
Q
z
p吋
)
で
あ
る
。

農
場
譲
渡
人
は

論

こ
の
侭
宮
内
凶
由
回
目
口
同
に
よ

A
U
3
}
 

一
子
相
続
が
行
な
わ
れ
な
い
と
い
う
地
方
が
あ
る
。
し
か

乙
の
場
合
売
主
(
〈

2-szr吋
)
で
あ
り

一
子
相
続
人
は

地
方
に
よ
っ
て
は

る
承
継
だ
け
が
行
な
わ
れ
て
、
照
宮
内
凶
加
W
白
戸
同
町
が
為
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、

し
稀
に
は
、
遺
言
に
よ
っ
て
農
場
の
承
継
が
為
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ト
乙
の
場
合
に
は
、
被
相
続
人
は
、
農
場
の
価
格
や
共
同
相
続
人
の

補
償
に
つ
い
て
も
細
か
く
定
め
て
お
く
の
が
通
常
で
あ
る
。
ま
た
後
述
の
、
未
結
婚
の
子
の
居
住
権
、
生
存
配
偶
者
の
終
身
扶
養
の
権
利

等
を
定
め
て
お
く
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
遺
言
に
よ
る
承
継
は
、
生
前
の
農
場
譲
渡
に
比
べ
る
と
、
後
述
の
厄
介
な
終
身
扶
養
関
係
を
避

け
る
と
い
う
点
で
多
く
の
長
所
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
一
般
に
は
、
農
場
所
有
者
は
、
生
前
に
白
己
の
裁
量
で
農
場
の
承
継
が
行

そ
の
た
め
に
農
場
所
有
者
は
、

のロ仲間岱

ZGω
宮
)
を
行
な
う
こ
と
も
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

な
わ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
、

死
の
寸
前
病
床
に
あ
っ
て
も
、
な
お
、
売
買
に
よ
る
穣
場
譲
渡
(
宮
正
当
包
括

か
よ
う
な
穴

g
a回
目
内
釦
丘
に
つ
い
て

一
八
五
一
二
年
の
ヘ
ル
フ
エ
リ
ツ
ヒ
の
論
文
は

そ
れ
が
家
父
長
的
な
状
態
志
向
民
ユ
R
n
}岡山口∞
n
y
o

N
ロ
由
円
以
ロ
含
)
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
子
は
両
親
の
権
威
(
〉

Z
Eユ
5
5
の
ま
ま
に
な
り
、
家
族
は
一

つ
の
全
体
(
包
ロ
の
自
目
的
)
と
考
え
ら
れ
る
。
農
場
を
承
継
し
た
男
子
は
、
家
族
の
新
ら
し
い
主
人
(
固
さ
門
出
)
の
権
利
を
も
っ
と
同
時
に

き
ょ
う
だ
い
が
ひ
と
た
び
困
窮
に
陥
る
と

乙
れ
を
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
:
:
:
。
補
償
を
受
け
る
き
ょ
う
だ
い
も
農
場
の
維
持
の
た

め
に
犠
牲
に
な
る
。
:
:
:
か
よ
う
な
家
父
長
的
状
態
は
、
個
人
の
権
利
、
個
人
的
、

自
我
的
自
由

ω理
念
に
反
す
る
Q
:
:
:
」
そ
し
て
ヘ

ル
フ
エ
リ
ツ
ヒ
は
、
同
一
口
宏

-
s
E
が
い
ず
れ
行
な
わ
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
言
し
た
Q

か
よ
う
な
予
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

目
白
色
停
宮
内
の
慣
行
は
、
二

O
世
紀
に
な
っ
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
農
場
承
継
人
が
農
場
譲
渡
人
に
対
し
て
負
う
後
述
の
終
身
扶
養
義

北法 12(1・30)30 



務
と
の
関
連
に
お
い
て
眺
め
る
と
、
開
C
ロ岱

mEC同
が
一
子
相
続
人
に
と
っ
て
、

き
わ
め
て
重
圧
で
あ
っ
た
乙
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ

ゆ
っ
。
た
だ
右
の
場
合
の
家
父
長
的
状
態
と
い
う
こ
と
は
、

わ
が
国
の
か
つ
て
の
家
督
相
続
に
比
べ
て
二
点
が
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
一
に
、

巴
ロ
含

F
S
E
の
行
な
わ
れ
る
場
は
、
「
家
」
で
は
な
く
し
て
、
家
族
(
明
白
岡
邑

-w)
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、

閉
山
山
口
乱
回
目
内
釦

C
叫
に
よ

る
農
場
の
承
継
は
、
共
同
体
的
原
理
に
よ
ら
ず
契
約
原
現
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
(
詩
子
議
一
)
、
で
あ
る
Q

も
、
共
同
相
続
人
の
地
位
の
向
上
に
伴
っ
て
漸
次
合
理
化
さ
れ
て
来
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
Q

そ
し
て
百
旦
印
宮
丘
の
内
容

西独ヴιJレテンベノレクにおける農地の一子相続

た
だ
し
一
九
一
云
)
年
の
一
子
相
続
法
は
、
パ

1
デ
ン
の
立
法
と
同
じ
く
(
可
一
や
雄
一
工
仰
い
)
、
百
ロ
己
持
宮
内
に
つ
い
て
何
等
言
及
し
な
か

っ
た
。
法
律
に
か
か
わ
ら
ず
、
農
場
譲
渡
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
法
律
と
し
て
は
、
多
種
多
様
な
農
場
譲
渡
契
約
を

序
々
に
統
一
的
な
規
律
に
お
き
か
え
る
ζ

と
を
狙
っ
た
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
実
際
の
慣
行
で
は
、
農
場
所
有
者
が
死
亡
の
時
ま

で
農
場
を
経
営
す
る
に
足
る
カ
を
十
分
も
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

れ
て
い
る
。

農
場
が
遺
産
と
し
て
一
本
紙
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
ζ

と
が
指
摘
さ

農
場
を
承
継
す
る
場
合
も
み
ら
れ
な
く
は
な
く
、

し
か
し
共
同
相
続
人
の
一
人
が
、
遺
産
分
割
に
際
し
て

ま
た
前
述
の
夫
婦
財
産
・

相
続
契
約
も
締
結
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

B
G
B
の
法
定
相
続

(
H
5
2
Z
R吋正。
-mo)
の
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
、
ご
く
稀
で
あ
る
。

え
法
定
相
続
が
行
な
わ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者
た
ち
は
、
農
場
を
当
該
の
家
族
の
手
に
で
き
る
だ
け
紺
持
し
(
仏
自
の
己
弘
司

宮
件
同
・
司

mwHE-Fogs-wv回同
N
C
ゆ
吾
弘
同
町
ロ
)
、
相
続
人
を
父
祖
伝
来
の
土
地
(
出
口
帯
広
告
同

g丹
市

ωnyc--ゆ
)
か
ら
追
い
や
る
こ
と
を
努
め
て

避
け
よ
う
と
す
る
。
ま
た
両
親
が
急
死
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
村
中
の
人
々
が
関
心
を
払
い
、
未
成
熟
の
一
相
続
人
の
救
済
に
努
力
す

ス
v
oな

お
第
一
次
大
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
時
代
に
は
、
農
場
譲
渡
に
か
え
て
、

農
場
そ
承
継
人
に
賃
貸
(
J
1
0

叶℃白
n
y
Eロ
也
す
る
乙
と

7こ
と

北法12(1・31)31 



説論

が
各
地
で
み
ら
れ
た
が

こ
れ
が
殆
ん
ど
行
な
わ
れ
な
く
芯
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
Q

そ
の
後
は
)

(1) 

巴
白
血
♂

ω・
お

ω由
同
・
一
一
関
『
担
問
♂

ω・
呂
町
・
な
お
上
掲
巴
ω
ま
は
、
農
場
譲
渡
が
通
常
、
売
買
(
〈

2
r
E
3、
い
わ
ゆ
る
百
ロ
ι件
宮
内
に
よ
っ
て
為
さ

れ
、
譲
渡
契
約

(
d
V
2
宮
Z
0
3
3円
問
問
。
は
、
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
両
者
は
、
名
称
の
差
異
に
す
き
ず
、
実
質
は
同
一
と
みみ

て
き
し
っ
か
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

出口-開
H
v
ω

・
ωH川町民・

4
司

aσoyω
・
ω∞-

E
E♂
ω・
z
u甲
山
田
口

-o♂
∞

-UAgh
関
g
同♂

ω・
広
ロ
ロ

Lω-ASUHNorzpω
・人目。・

同町

gnr印
w∞
-APNmud〈⑦
ル

ro--ω
・
ω∞・

附，

gnr印
w∞-AHN印・

国
三

Rwω
・ω
品
吋
-

E
告
。
♂

ω・京日・

出

m-r-nvw
由
・
切
仏

-uω
・
5
申・

4
J
可。

-σo-wω
・印。・

関
門
釦
一

R
F
ω
-
H
。叶・

巴∞

g-ω
・
同
誌
。

u
d
E
Z
-
ω
・
g
u
m
a
n
z
p
ω
・
き
同
・

剛
内
同
釦

mfω
・
品

ω-

m，
gnrrω
・
AHN∞・

(14) (13) (12) (11l (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) け

承
継
す
る
農
場
の
価
格

一
子
相
続
人
は
農
場
を
承
継
す
る
に
当
っ
て
、
負
担
に
苦
し
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
る
@
農
場
を
家
族
の
所
有
に
維
持
し
(
合
間

民
主
m
E
g
F回
伊
丹

N
色

2
3
E
F
E
R
E
-
8
2、
父
祖
の
財
産
が
失
わ
れ
な
い
宣
告
急
百

-50の
E
E
n
v
:
E
a
g
mゆ
宮
)
た
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め
に
は
、
農
場
承
継
人
が
「
や
っ
て
行
け
る
」

p
b
R巾
D

W
白
ロ
ロ
E
)
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
価
格
通
り
で
は
暮
し
て
行
け
な

い
」
(
=
宮
昨
骨
S
4司
2
8
-
S
ロ
ロ
B
E
E
n
Z
E
5
2
Z
)
と
い
う
諺
の
一
ボ
す
ノ
如
く
、

収
益
価
格
宿
三
日
唱
省
内
ユ
)
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
Q

農
場
は
、

交
換
価
格
(
〈
R
W
S
F
4
2
2
)
で
は
な
く

た
だ
し
、
慣
習
で
い
う
収
益
価
格

l

地
方
に
よ
っ
て
は
z
E
E
∞
宮
え
胃
包
回
=

i
ー
は
.
経
済
学
上
の
収
益
価
格
と
は
異
り
、
経
営
が
堪
え
う
る
価
格
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
農
場
承
継
人
が
農
場
を
家

族
の
手
に
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
、
「
や
っ
て
行
け
る
」
(
=
2
5
ロ
岱
毛
色
丹
2
5
R
Y
E
-
向
。
ロ
ロ
S
E
)
価
格
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
価
格
の

決
定
は

乙
の
点
に
お
い
て
一
子
相
続
人
と
共
同
相
続
人
と
の
利
害
が
、
最
も
鋭

西独ヴュ JレテンベJレクにおける農地の一子相続

一
子
相
続
制
度
の
最
重
要
の
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
て
、

く
対
立
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
川
v
通
常
す
べ
て
の
共
同
相
続
人
の
ほ
か
、
友
人
、
知
人
も
同
席
し
、
ま
た
農
場
承
継
人
の
配
偶
者
、

あ
る
い
は
そ
の
両
親
の
意
見
も
聴
い
て
、
価
格
は
決
定
さ
れ
託
。
村
長
(
Q
Z
4
0
2
S
F
E
や
公
証
人
の
意
見
を
聴
く
こ
と
も
多
川
。
乙

子
供
の
多
寡
、
農
場
承
継
人
の
配
偶
者
の
持
参
財
産

(冨
5四
5
a
g
開
g
z
-
5
8
E
g
)
の
大
小
、
税
金
の
高
低
、
共
同
相
続
人
の
職
業
等
が
考
慮
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
決
定
さ
れ
る
価
格
は
、

交
換
価
格
の
三
分
の
こ
な
い
し
四
分
の
三
の
場
合
も
あ
り
、
時
に
は
、
交
換
価
格
の
二
分
の
一
以
下
の
場
合
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
建
物

の
場
合
、
当
事
者
の
家
族
関
係
や
財
産
状
態
、

た
と
え
ば
、
農
場
の
負
債
の
有
無
、

一
子
相
続
人
が
、

一
種
の
先
取
相

と
附
属
物
を
除
い
た
土
地
の
交
換
価
格
の
こ
と
も
あ
る
Q

こ
の
場
合
に
は
、
建
物
と
そ
の
附
属
物
は
、

続
分
(
〈
。
一
話
ロ
帥
)
と
し
て
ζ

れ
を
取
得
す
る
と
わ
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
農
場
評
価
に
つ
い
て
最
重
要
な
こ
と
は

一
方
に
お
い
て

一
子
相
続
人
に
農
場
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

は
、
諸
子
聞
の
公
平
を
図
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
に
お
い
て
は

ク
ラ
フ
ト
に
よ
る

と
、
通
常
、
共
同
相
続
人
は
、
「
父
が
そ
う
欲
し
た
」
(
=
ぐ
巳
2
E同

2
g
m
O
4
5
一一三
E
)
と
い
っ
て
、
価
格
の
決
定
を
正
し
い
も
の
と
考

そ
の
根
拠
を
ク
ラ
フ
ト
は
、
「
家
族
精
神
が
深
く
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
」
三
忠
弘
口
問
。
宅
再
N
0
1
2
明
白
gロ
-
0
5
5
ロ
)
お
よ
び
「
共

同
感
情
が
強
く
発
達
し
て
い
る
乙
と
」
(
印
丹
R
w
g件当
w
w己
宮
田

N
E
S
5
5
2
腎
志
ユ
m
w
s
g
m
σ
E
F
C
に
求
め
て
い
る
。

事えヲ
hv

。

し
か
し

わ
れ

北法 12(1・33)33 



説

わ
れ
は
、
右
の
「
家
族
精
神
」
や
「
共
同
感
情
」
の
指
摘
に
と
ら
わ
れ
て
、
制
度
の
底
を
貫
い
て
い
る
平
等
の
理
念
を
看
過
し
て
は
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
一
九
三

O
年
法
は
、
農
場
の
年
間
純
益
を
規
準
と
し
て
農
場
の
価
格
を
決
定
す
る
こ
と
と
為
し
、
詳
細
な
規
定
を

論

お
い
た
(
細
)
@

農
場
の
評
価
に
関
連
し
て
、
右
に
先
取
相
続
分
の
問
題
に
触
れ
た
が
、

分
を
取
得
す
る
こ
と
は
な
い
。

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ぺ
ル
ク
で
は
一
般
に
、

一
子
相
続
人
が
先
取
相
続

と
れ
は
シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
(
4
一
詰
議
…
一
)
、
ド
イ
ツ
の
他
の
地
方
で

た
だ
し
前
述
の
如
く
、
収
益
価
格
の
決
定
が
、
必
ず
し
も
厳
密
に
為
さ
れ

の
相
続
慣
行
を
調
べ
る
場
合
に
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
Q

ず
、
諸
事
情
に
よ
る
た
め
、
先
取
相
続
分
は
、
堪
え
う
る
承
継
価
格
(
昨
日

m
g
g円
C
Z
E各
自
0
4
2
3
)
の
中
に
、
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る

と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
先
取
相
続
分
と
い
う
特
別
の
相
続
分
が
、
慣
行
上
明
確
な
形
で
は
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
と
の
地

方
に
お
け
る
一
子
相
続
人
の
特
権
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
っ
て
き
し
っ
か
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

特
に
自
由
党
か
ら
、

こ
の
点
、
農
場
価
格
の
四
分
の
一
を
先
取
相
続
分
と
し
て
農
場
承
継
人
に
与
え
た
(
色
。

せ
い
ぜ
い
六
分
の
一
に
と
ど
め
る
べ
き
だ
と
の
主
張
が
為
さ
れ
た
が
、
政
府
は
、
先
取
相
続
分
を
ひ
き
下
げ
る
と
、

一
九
三

O
年
法
は
、

乙
の
規
定
に
対
し
て

農
場
を
家
族
に
維
持
す
る
と
い
う
法
の
意
義
が
失
わ
れ
る
乙
と
、
ま
た
、

一
子
相
続
人
が
急
死
に
よ
っ
て
短
期
間
に
相
つ
い
で
代
る
場
合

に
、
先
取
相
続
分
が
少
な
い
と
、
最
後
の
一
子
相
続
人
の
負
担
が
著
し
く
大
き
く
な
る
と
い
う
考
庖
か
ら
、

維
持
し
た
。

四
分
の
一
の
先
取
相
続
分
を

(3) (2) (1) 

4
司
。

Fro--

∞-ω
品・

司ロ円一

r
p
ω
・
品

U
0
.

阿
内

E
同

Fω
・
日

ω・
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西独ヴュルテンベノレクにおける農地の一子相続

(1母(13)(12) (11)刷 (9)(8) (7) (6) (5) (4) 

4『
OFr。
「
の
・

ω品
同
・

司
ロ
円
}
岡
田
w

の・

Amuch同
・
〈
間
一
・
州
窓
口

r
ヨ「

OFr。
ァ
の

-
u∞
U
M出
。
目
立
タ
∞
-
印
品
・

4
『

ασ
刊一切

ω・∞由・

町
ロ

n
r♂
∞
・
品

ω同・

明
ロ

n
r
p
ω
・
仏
印
岡
山
ヨ

F
F巳
uω
・
印
。
ロ
ロ
仏

ω・
ω吋
UHNEmhEPω
・
町
、
円

司
ロ
円
一
「
ω
・
ω・
品

N
ω
U
4句
。
】
『
。

-w∞・
ω吋・

4
司
2σ
。「

ω・印叶・

同州

H
m
R
F
ω
・
品
目
・

4
〈
O
H
F
。
fω
・
ω∞・

剛，

z
n
r
p
ω
・
品

ω
N
山
間
同
白
山

F
ω
・

HO吋・

剛
内
吋

R
R
f
ω
・

HO日・

(ニ)

農
場
譲
渡
人
に
対
す
る
終
身
扶
養
義
務

農
場
承
継
人
は

農
場
譲
渡
人
に
対
し
て
終
身
扶
養
の
義
務
を
負
う
@

シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
お
け
る
と
同
様
に
(
4
域
ト
髭
…
一
)
、

す
な
わ
ち
、
農
場
譲
渡
人
と
農
場
承
継
人
と
の
聞
に
、
終
身
扶
養
契
約

(
Z
F
σ
m
a
z
m田
〈
ゆ
え

Em)
が
結
ば
れ
る
。

ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
つ
い
て
考
察
し
た
と
こ
ろ
と
大
差
が
な
い
。

そ
の
内
容
は
、
シ
ユ
ヴ

先
ず
農
場
譲
渡
人
の
居
住
権
(
君
。
z
g
m
m
B
n
E
C
は

契
約
の
中
に

明
記
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
大
き
い
農
場
で
は
隠
居
所
(
浬
ユ
W
E
R
E
E
n
y
g
)
が
あ
っ
て
、
農
場
譲
渡
人
は
、
無
償
で
こ
れ
を
利

そ
の
家
族
を
こ
こ
に
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
Q

し
か
し
一

用
す
る
こ
と
が
で
き
、
晩
年
を
こ
こ
で
過
ご
す
。
そ
し
て
農
場
譲
渡
人
は
、

般
に
は
む
し
ろ
、
農
場
譲
渡
人
は
、
農
場
承
継
人
の
住
居
の
中
の
い
わ
ゆ
る
小
部
屋

(=ωSσnZロE
)

に
住
ん
で
、
家
具
を
共
同
で
利
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
は
、
農
場
譲
渡
人
は
、
農
場
譲
渡
当
時
す
で
に
そ
の
家
族
に
属
し
て
い
た
者
の
み
を
乙
こ
に
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

北法12(1・35)35 



説

こ
う
し
た
態
様
の
居
住
権
の
場
合
に
は
、
被
扶
養
者
は
、

が
大
き
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
被
扶
養
者
は
、
地
下
室
、

牛
舎
.
台
所
、

主
人
(
出
血

5
Zミ
)
と
そ
の
家
族
の
気
分
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
っ
て
、
苦
痛

カ
マ
ド
、
を
利
用
す
る
と
と
が
で
き
る
。

論

居
住
権
と
な
ら
ん
で

そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
重
要
な
の
は

終
身
扶
養
権
利
者
が
現
物
給
付
芝
山

EE--g一
Z
三
日
山
口

a
a
g
m伶ロ一

Zω
昨日
m
F巾
N
S
m
o
)
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
終
身
扶
養
権
利
者
は
、
パ
ン

豚
肉

ラ
ー
ド
、
パ
タ
1
、
鶏
卵
、
牛
乳
等

の
食
糧
品
、
薪
類
の
ほ
か
、
小
遣
銭
、
医
療
費
等
の
給
付
を
受
け
る
Q

乙
の
給
付
の
内
容
は
、
契
約
の
中
に
き
わ
め
て
詳
細
に
記
載
さ
れ

る
@
給
付
の
範
囲
は
、
農
場
譲
渡
人
の
需
要
と
農
場
承
継
人
の
経
済
力
に
応
じ
て
異
な
る
が
、
経
蛍
が
大
き
く
て
順
調
に
い
っ
て
い
る
場

合
に
、
終
身
扶
養
権
利
者
の
要
求
が
大
き
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

こ
と
に
農
場
承
継
人
の
き
ょ
う
だ
い
が
、

ま
だ
農
場
に
と
ど
ま
っ
て

農
場
承
継
人
が
そ
の
扶
養
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
は
、
農
場
承
継
人
の
負
担
は
非
常
ピ
大
き
い
も
の
と
な
る
。
こ
れ
に
反
し
て

経
営
が
小
さ
く
て
負
債
の
あ
る
場
合
に
は
、
現
物
給
付
は
生
活
の
必
要
上
緊
急
を
要
す
る
物
の
み
に
限
定
さ
れ
る
。
ヒ
ラ
ー
に
よ
る
と
、

終
身
扶
養
の
価
格
は

一
般
に
低
く
計
算
さ
れ
、
第
一
次
大
戦
以
前
に
お
い
て

一
五

O
な
い
し
二

0
0
マ
ル
ク
と
い
う
報
告
が
あ
る
と

い
わ
れ
る
。
低
く
計
算
さ
れ
る
理
由
は
、
農
場
譲
渡
人
は
元
気
で
あ
れ
ば
、
農
場
の
内
外
で
協
カ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ま
た
す
で
に

高
齢
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
終
身
扶
養
の
負
担
が
間
も
な
く
終
る
乙
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
農
場
譲
渡
人
と
農
場
承
継
人
と
は

通
常
同
一
の
世
帯
を
営
む
た
め
に
、
経
費
が
節
約
さ
れ
る
と
と
等
に
基
づ
く
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
終
身
扶
養
義
務
の
内
容
と
し
て
、

場
合
に
よ
っ
て
は
特
定
の
祭
日
に
、
農
場
承
継
人
が
被
扶
養
者
を
車
に
乗
せ
て
出
か
け
る
(
白

5
p
v
Bロ
)
義
務
が
契
約
に
書
か
れ
る
と
と

が
あ
り
、
そ
の
距
離
数
ま
で
も
明
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
身
分
に
応
じ
た
葬
式
(
印

Z
E
g唱
B
m常
国

g
丘
一
関
口
ロ
肉
)

を
す
る
義
務
が
書
か
れ
る
こ
と
も
多
い
。

か
よ
う
な
終
身
扶
養
を
め
ぐ
っ
て
争
が
あ
り
、

そ
れ
が
家
庭
内
で
片
づ
か
な
い
場
合
に
は
、

村
の
名
声
あ
る
人
物

i
か
つ
て
は
牧
師
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(
。
吋
仲
田
℃
片
山
口
角
)
!
ー
に
よ
る
仲
裁
が
な
さ
れ
る
Q

し
か
し
そ
も
そ
も
争
の
生
ず
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
稀
で
あ
っ
て
、
被
扶
養
者
は
農
場

承
継
人
と
通
常
テ
ー
ブ
ル
を
共
に
し
、
農
場
承
継
人
は
被
扶
養
者
に
孝
養

(EE--nZω
各

5
2ロロ
m
ロ
E
E可
g
G
m
)
を
尽
す
。

所
の
人
達
も
、
被
扶
養
者
の
権
利
が
害
さ
れ
な
い
か
否
か
に
つ
い
て
、
大
い
に
関
心
を
払
う
。
従
っ
て
農
場
承
継
人
に
著
し
い
不
謹
慎

(m
各
省
。
円
。
ロ
ロ
Vα
告
の
V
W
O
F
同
)
、
あ
る
い
は
非
常
な
親
不
孝

(
m
g
F
Eゆ
円
以
包

02mw色
丹
)
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
契
約
が
実
益
を
も
つ
に

至
る
に
す
ぎ
な
い

ι
か
キ
つ
な
争
が
あ
っ
て
、
農
場
譲
渡
人
が
隠
居
所
に
引
込
ん
だ
り
、
近
隣
に
移
る
と
、
終
身
扶
養
は
額
面
通
り
に
、

し
か
も
現
物
給
付
に
代
え
て
金
銭
で
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
農
場
所
有
者
夫
婦
の
老
後
の
保
障
が
、
通
常
は
、
農
場
承
継
人
の
家
族
と
の
共
同
生
活
に
お
け
る
共
同
体
的
和
合
に

そ
の
背
後
に
、
冷
厳
な
契
約
原
理
に
立
脚
し
た
財
産
権
が
控
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

西独ヴュ JレテンベJレクにおける農地の一子相続

ζ

と
で
あ
る
。

よ
っ
て
蔽
わ
れ
て
い
て
も
、

き
わ
め
て
重
要
な

目。1) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 
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岡
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・
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♂
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説

(1品(13)(12) (11) 

関
門
由
民
F
ω
・
ωHHH・

出
己

-RWω
・
ω
怠・

相
内

H
R
R
F
ω

・ω
。・

司
ロ

n
r
p
ω
・
AHωN・

論

2 

農
場
を
承
継
し
な
い
共
同
相
続
人
の
地
位

(イ)

補

償

請

求

権

シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
つ
い
て
述
べ
た
と
同
じ
く
(
叩
向
上
叩
持
ト
一
一
)
、
農
場
を
承
継
し
な
い
共
同
相
続
人
は
、
農
場
承
継
人
か
ら
補

償
(
〉
σ凶
ロ
色
ロ
ロ
拘
)
を
受
け
る
。
こ
の
補
償
請
求
権
が
古
く
か
ら
存
在
し
た
こ
と
は
、
前
述
の
一
八
八
七
年
、
八
八
年
の
調
査
の
場
合
に

(
広
則
)
、
各
地
区
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
報
告
か
ら
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
が
)
、
そ
の
支
払
方
法
は
、
慣
行
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
農
場

は
前
述
の
如
く
多
く
の
場
合
農
場
所
有
者
が
生
前
に
一
子
相
続
人
に
譲
渡
す
る
の
で
、
他
の
き
ょ
う
だ
い
は
、
農
場
譲
渡
人
か
ら
先
ず
一

部
の
代
償
を
受
け
る

(OERV箆
釘
丹
)
に
と
ど
ま
り
、
補
償
請
求
権
は
農
場
の
上
に
存
続
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ
し
て

共
同
相
続
人
が
未
成
年
の
場
合
に
は
、
補
償
請
求
権
に
抵
当
権
が
附
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
支
払
は
、
農
場
を
去
る
き
ょ
う
だ
い
が

結
婚
を
す
る
時
ま
で
延
期
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
現
金
で
直
ち
に
支
払
わ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
あ
る
い
は
分
割
払
い
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
時
に
は
延
期
さ
れ
た
ま
ま
、
遂
に
支
払
わ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
現
金
で
補
償
が
支
払
わ
れ
る
場
合
の
資
金
の
調
達
は
、
ヨ
メ
(
ム

コ
)
入
り
し
た
者
の
結
婚
財
産
、
農
場
か
ら
の
収
益
、
銀
行
か
ら
の
金
融
、
森
林
の
伐
採
等
に
よ
る
。
支
払
が
延
期
さ
れ
る
場
合
に
は
、

一
九
二

0
年
代
末
に
は
五

t
六
%
平
均
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し

し
か
も
多
く
の
場
合
、
養
育
費
と
し
て
農
場
承
継
人
に
帰
す
る
。

補
償
に
利
息
が
附
さ
れ
、

そ
れ
は
第
一
次
大
戦
以
前
に
は
三

t
四
%
、

乙
の
利
息
は
、
き
ょ
う
だ
い
が
農
場
に
と
ど
ま
る
限
り
支
払
わ
れ
ず
、

北法12(1・38)38 



(8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 

4〈
魚

川

凶

r
m
f
ω
-
N
∞・

4
J可
作

Fσ
。「

ω-um--

m，己
n
r
r
ω
・
品
川
口
一
関
門
丘
町
"ω
・
ωA凶・

附，

c
n
y
r
ω
・品
u
u
u
d
J

刊。F
ゲ。-Mω
・
ω山町・

4
〈
め
即
日
》

orω
・

ω申・

明
記
円

ymwω
・品
U
N
.

附，
E
円
}
M

♂

ω-AHUU・同

Na円}
】

-
P
ω
・
印
由
に
よ
る
と
、
一
二
乃
至
回
一

μ
。

明，

c
n
y♂

ω・
A
F
N
叫・

西独ヴ:L.)レテシベJレクにおける農地の一子相続

(ロ)

農
場
へ
居
住
し
得
る
権
利

農
場
を
承
継
し
な
い
共
同
相
続
人
は
、
農
場
承
継
人
の
許
へ
居
住
す
る
権
利
を
も
っ
。

と
の
居
住
権
は
、

恒巾叶
Z
G
B
n
z
a
-
-
=
4
2
p

W
包
括

nzr
と
呼
ば
れ
、
土
地
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
る
。

層
住
権
は
、

時
に
は
ニ

O
歳
な
い
し
二
五
歳
ま
で
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

き
ょ
う
だ
い
が
独
身
の
間
だ
け
に
限
ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ
り
、

一
九
二

0
年
代
の
ブ
ッ
ク
ス
の
調
査
に
よ
る
と
、

き
ょ
う
だ
い
は
、

一
方
で
は
、
他
の
職
業
に
就
く
た
め
若
い
時
に
農
場
を
去
る
場
合
が
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
高
価
な
他
人
の
労
働
力
を
補
う
た
め
、

な
が
く
農
場
に
と
ど
ま
る
乙
と
の
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
将
来
農
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
欲
す
る
者
は
、
労
働
力
と

し
て
必
要
な
限
り
、
な
が
く
農
場
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
場
合
に
よ
っ
て
は
、
独
身
の
ま
ま
生
涯
農
場
承
継
人
の
許
に
と
ど
ま
る
き
ょ
う
だ
い
も
い
る
。

出
凶
ロ
巳

R
宮内
w円
で
あ
っ
て
、
オ
ジ
(
。
ロ
W
何
回
)
、
オ
パ
(
吋

mwE巾
)
と
も
呼
ば
れ
る
@

乙
れ
が
い
わ
ゆ
る
出
ω
z
g
。v
p

彼
等
は
、
農
場
承
継
人
の
農
場
で
働
い
て
、
大
て
い
食

事
と
衣
類
費
‘
小
遣
銭

(Z与『
g
m
ロ
E
o
Z
E
O広
2
0
5也、吋釦∞
5
8
m
m
E
)
を
も
ら
う
。

ブ
ル
ガ

I
の
調
査
し
た
事
例
に
よ
る
と
、

北法 12(1・39)39 



説

男
子
の
七
・
九
%
、
女
子
の
九
・
一
%
、
つ
ま
り
平
均
し
て
八
・
七
%
の
き
ょ
う
だ
い
が
、
独
身
の
ま
ま
農
場
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
ブ
ル
ガ

ー
は
、
「
農
場
が
大
き
く
て
、
経
済
力
が
豊
か
で
あ
る
ほ
ど
、
独
身
の
ま
ま
農
場
に
と
ど
ま
る
男
子
や
女
子
の
数
が
多
い
。
小
さ
い
農
場
で

論

は
、
子
供
た
ち
の
一
部
が
、
農
場
に
と
っ
て
過
剰
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
彼
等
は
早
目
に
農
場
を
去
り
、
た
と
え
結
婚
で
き
な
く
て
も
、

他
人
の
と
こ
ろ
で
暮
す
。
従
っ
て
若
い
時
か
ら
、
農
場
承
継
人
と
一
一
緒
に
両
親
の
農
場
で
働
き
、
協
力
し
て
経
営
を
繁
栄
さ
せ
た
兄
弟
、

姉
妹
の
み
が

一
子
相
続
人
の
農
場
に
と
ど
ま
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
だ
か
ら
一
子
相
続
人
は
、
自
分
の
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
独

身
の
き
ょ
う
だ
い
の
恩
を
受
け
て
い
る
ζ

と
を
知
っ
て
お
り
、

一
子
相
続
人
の
家
族
と
独
身
の
き
ょ
う
だ
い
と
の
聞
が

と
の
こ
と
か
ら
、

大
て
い
し
っ
く
り
和
合
し
て
い
る
こ
と
の
説
明
が
つ
く
」
と
い
っ
て
い
る
。

何
故
大
き
い
農
場
に
、

か
よ
う
な
独
身
の
き
ょ
う
だ
い
が
多
い
か
に
つ
い
て
、

ク
ラ
フ
ト
は

彼
等
の
誇
り
(
∞
宮
町
)
が
小
さ
い
農
場

(=君。円
E
m
E
)
に
ム
コ
(
ヨ
メ
)
入
り
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
駅
者
と
な
る
」

(
3
2ロ
g
閉

S
F℃ユ門回忌
q
g
g
R
Z
ロ
Z
)

こ
と
を
妨
げ
、
ま
た
両

親
も
、
か
よ
う
な
結
婚
(
=
m
g
招
ロ
宮
町
民
主
)
に
は
同
意
し
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
ク
ラ
フ
ト
は
、
そ
の
根
源
を
一
子
相

続
地
方
の
住
民
の
ジ
ツ
ペ
的
構
造
(
ω
苛
宮
g
q
z
r
E
円
)
、
す
な
わ
ち
保
守
主
義
(
閃
2
8
3丘
町
B
E印
)
と
家
族
精
神
(
司
M
E
-
-
F
o
g
-
ロ
ロ
)
、
自
負

必
(
ω
o
-
z
g
d『
z
o
z
g
)
と
狭
い
社
会
へ
の
感
情
的
結
合
(
ぬ
自
主
。
E
Z
田口

E
Z
8
2ロ
g
g
m
ゆ
ロ
関

22)
に
求
め
て
い
日
常
か
よ

う
な

い
わ
ば
感
情
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
、
き
ょ
う
だ
い
が
家
に
と
ど
ま
る
こ
と
(
N
Z
Y白

-
5
2昨
N
g
z
s
σ
g
】
)
の
一
因
を
為
し
た
こ
と
は
事

実
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
が
必
ず
し
も
貧
困
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
大
き
い
農
場
に
か
よ
う
な
独
身
者
が
多
い
と
い
う

事
実
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
前
に
一
言
し
た
一
農
家
一
家
族
の
原
則
(
記
勺
)
が
基
礎
に

一
家
族
に
限
ら
れ
る
と
い
う
と
と
が
、

し
か
し
、

横
た
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
婚
し
て
農
場
に
と
ど
ま
り
得
る
者
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
家
族
の
本
質
と
し
て
、
当
然
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
に
次
の
諺
が
あ
る
こ
と
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は
、
乙
の
聞
の
事
情
を
よ
く
表
現
す
る
も
の
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
「
一
家
に
二
人
の
主
婦
が
い
る
こ
と
は
、
恰
も
二
匹
の
猫
と
一
匹
の

鼠

一
片
の
骨
と
二
匹
の
犬
の
如
く
、
楽
し
い
時
を
過
せ
な
い
」

(=N当
2

F白ロ
2
5
2
5自
国

ω
5
u
N毛
色
関
山
仲
間
ロ
ロ
ロ
門

Z
即
日
宮

g
p

田
口
関
口
。
何
回
同
何
回
同
ロ
ロ
色

N42-
出口ロ円凶

o
m
-
z
w
a宮
崎
円
。

z
g
zロ己
0
・Z
)
。
ゼ

1
リ
ン
グ
も
、
シ
ユ
レ
ス
ヴ
イ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ユ
タ
イ
ン

(ωnV-2-

dzm'出
。

-agロ
)
に
お
け
る
長
子
相
続
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
長
男
が
農
場
を
承
継
し
た
場
合
に
、
「
兄
弟
の
中
他
の
何
人
も
、
農
場
で

妻
を
め
と
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た

(woZN毛
色
お
吋
司
。
ロ
門
ぽ
ロ

C
o
s
aロ
色
白
円
ロ
仏
ロ
ユ
お

ω丘
仏
ゆ
口
出
。
内
部
宮
ゆ
明

E
ロ
ぴ
江
口
問
。
ロ
)
。
ス
ラ
ヴ
人

や
褐
色
、
黄
色
人
種
の
場
合
の
如
き
大
家
族
(
の

g
R
ω
B庄
内
)
は
、

か
つ
て
存
在
し
た
こ
と
が
な
く
、
現
在
も
存
在
し
な
い
Q

年
下
の
き

西独ヴュ JレテンベJレクにおける農地の一子相続

ょ
う
だ
い
が
世
帯
を
作
ろ
う
と
思
え
ば
、
現
在
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
父
の
農
場
か
ら
去
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
る
後
1
1
1
父
の
死
後
i
1
1

補
償
の
請
求
権
を
有
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
か
よ
う
な
小
家
族
(
百
四
百

P
E
E
O
)
の
原
則
が
基
礎
に
あ
り
、
そ
こ
に
資
本
主
義
経
済
の

発
展
が
十
分
で
な
い
時
期
に
村
外
へ
の
移
住
が
著
し
く
制
約
さ
れ
て
い
た
と
い
う
経
済
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
絡
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

オ
ジ
、

オ
パ
の
現
象
を
生
じ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
こ
の
経
済
的
フ
ァ
ク
タ
ー
、

お
よ
び
前
述
の
感
情
的
フ
ァ
ク
タ
ー
の
点

は
、
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
で
、
第
一
次
大
戦
後
、
事
情
が
変
っ
て
来
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
農
場
を
承
継
し
な
い
き
ょ
う
だ
い
が
、
他
の

中
小
の
農
場
へ
ム
コ
(
ヨ
メ
)
入
り
す
る
場
合
の
ほ
か
、
都
市
で
職
を
求
め
る
こ
と
の
あ
る
事
実
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
Q

第
二
次
大
戦
後

のム
7

日

さ
ら
に
大
き
な
事
情
の
変
化
が
予
想
さ
れ
る
Q

な
お
右
の
問
題
と
関
連
し
て
、
所
に
よ
っ
て
は
、
心
身
不
具
の
き
ょ
う
だ
い
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
居
住
権
を
も
つ
こ
と
も
報
じ
ら
れ
て

い
る
。
ア
ル
ゴ
イ
で
の
事
例
に
よ
る
と
、
「
き
ょ
う
だ
い
は
、
ど
こ
か
で
適
当
な
世
話
を
し
て
も
ら
え
る
ま
で
、
通
常
兄
(
弟
)
の
家
に
と

ど
ま
る
。
そ
の
際
彼
等
は
、
今
日
結
婚
を
急
ぐ
若
者
だ
ち
に
は
、
棺
桶
に
足
を
つ
つ
乙
ん
で
い
る
と
忠
わ
れ
る
ほ
ど
の
年
齢

K
達
し
て
い

る
と
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
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説

右
の
よ
う
な
心
身
不
具
の
き
ょ
う
だ
い
は
別
と
し
て

一
般
に
独
身
の
き
ょ
う
だ
い
(
。
口
付
己
ロ
ロ
門
て
】
〆
ロ
お
ロ
)
が
農
場
に
と
ど
ま
る
こ

論

と
は
、
農
場
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
彼
等
は
「
農
場
と
そ
の
所
有
者
の
繁
栄
を
考
え
て
く
れ

る
安
価
な
労
働
力
」

(
a
S
E
-
-
m
p
g同
門
凶
器
君
喜
一
仏

2
出
え

2
5与
を
ロ
耳
目

2
5
q
g
E
n
y
g
〉
号
包
仲
間
町
え
と
で
あ
る
。
彼
等
は
仕

事
の
虫
(
〉
『

v
g
g
p
E晋
ヨ
ロ
申
)
と
な
っ
て
、
農
場
の
経
営
の
向
上
に
全
力
を
尽
す
。
第
二
に
、

一
子
相
続
人
は
、

い
に
、
補
償
を
一
部
も
し
く
は
全
部
払
う
必
要
が
な
い
。
ま
た
了
解
が
つ
け
ば
利
子
も
か
か
る
こ
と
が
な
い
。
第
三
に
、
彼
等
が
残
し
た

遺
産
は
、
農
場
承
継
人
と
そ
の
家
族
化
帰
し
て
、
他
の
す
べ
て
の
き
ょ
う
だ
い
が
均
等
に
相
続
し
な
い
と
と
が
多
い
。

乙
れ
ら
の
き
ょ
う
だ

以
上
の
指
摘
か
ら
見
て
、
オ
ジ
、
オ
パ
の
存
在
は
、
一
見
諸
子
平
等
の
原
則
に
著
し
く
反
す
る
が
如
き
観
を
呈
す
る
。
し
か
し
そ
の
不
平

等
は
、
農
場
が
不
分
割
で
維
持
承
継
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
要
請
、
彼
等
が
他
の
職
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
の
事
情
、

お
よ
び
前
記
小
家
族
の
原
則
が
基
礎
に
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
事
実
上
の
制
約
で
あ
っ
て
、

理
念
的
に
は
、

む
し
ろ
平
等
の
原
則
は
、
な

お
底
に
貫
か
れ
て
い
る
と
言
い
得
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
等
は
、
補
償
請
求
権
と
い
う
財
産
権
を
背
景
に
し
つ
つ
、

そ
の
労
働
力
を
提
供
し

て
家
族
の
一
員
と
し
て
の
義
務
を
分
担
す
る
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
寄
生
者
的
存
在
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
前
掲
ブ
ル
ガ

1
の
家
族

の
和
合
に
つ
い
て
の
説
明
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、

ゼ

1
リ
ン
グ
も
、
前
記
シ
ユ
レ
ス
ヴ
イ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ユ
タ
イ
ン
に
お
け
る
事

情
に
つ
い
て

一
子
相
続
人
の
き
ょ
う
だ
い
に
対
す
る
関
係
が

家
ハ
ス
長
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と

(
E
n
y
z
p旨・
3
吋忌包ぽの}凶作印)、

し
て
一
子
相
続
人
は
、
他
の
き
ょ
う
だ
い
に
対
し
同
等
者
巾
の
第
一
人
者
高
2
8円
E
再開『

2
2
n
Zロ
)
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
わ
れ
わ
れ
も
、
右
の
事
実
上
の
制
約
に
と
ら
わ
れ
て
、
そ
の
本
質
に
潜
む
平
等
の
理
念
を
見
誤
つ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

農
場
に
と
ど
ま
る
独
身
の
き
ょ
う
だ
い
が
、
農
場
承
継
人
と
協
力
し
て
農
場
で
働
か
な
い
場
合
、
特
に
独
身
の
姉
妹
は
、
自
力
で
暮
し

を
た
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
農
場
承
継
人
は
契
約
に
よ
っ
て
、

き
ょ
う
だ
い
に
対
し
、
結
婚
費
用
の
支
払
、
食
糧
品
、
特
に
牛
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説

結

ちぎ
とコ

四

論

以
上
、
本
稿
で
は
、
先
ず
一
面
に
お
い
て
、

シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
の
東
部
の
い
わ
ゆ
る
新
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
で
は
、

ヴ
ア
ル
ト
と
異
り
、
沿
草
的
に
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
拘
束
が
強
く
、
レ
ー
ン
面
白
己

O
B
Z
F
B
)
が
一
九
世
紀
の
半
ば
ま
で
存
続
し
、

農
地
の
一
子
相
続
は

レ
ー
ン
の
承
継
形
式
と
し
て
発
達
し
て
来
た
こ
と
を
述
べ
た
ι

し
か
し
他
面
に
お
い
て
、
慣
習
上
示
さ
れ
る
ヴ
ユ

ル
テ
ン
ペ
ル
ク
の
一
子
相
続
制
度
の
内
容
は

一
九
世
紀
末
以
来
の
調
査
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が

シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
お
け

る
と
大
差
の
な
い
乙
と
を
考
察
し
て
来
た
@
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
農
場
承
継
人
に
な
る
者
は
、

い
ず
れ
の
地
方
に
お
い
て
も
、
農
場
所

有
者
の
選
択

(kgg各
戸
)
に
よ
っ
て
き
ま
る
(
提
則
的
)

Q

か
っ
共
同
相
続
人
へ
の
補
償
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
売
買
の
実
質
を
有
す
る
有
償
契
約
で
あ
る
(
抗
詔
…
)
。

所
有
者
の
抽
象
的
な
地
位
の
当
然
承
継
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
現
実
的
な
権
利
義
務
の
取
引
的
承
継
と
い
う
色
彩
を
帯
び
、
そ
こ
に
は

契
約
原
理
が
支
配
し
て
い
る
(
器
削

ω)。
勿
論
農
場
承
継
人
に
、
シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
で
は
末
男
子
、
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
で
は
長
男

子
が
な
る
事
例
が
多
い
と
い
う
面
か
ら
の
制
約
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
事
実
上
の
制
約
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

し
か
も
譲
渡
の
形
式
は
、
関
古
島
田
}
自
民
と
い
う
終
身
扶
養
義
務
を
対
価
と
し
、

つ
ま
り
農
場
の
承
継
は
農
場

基
礎
に
は
、
農
場
所
有
者
の
自
由
が
l

l農
場
の
維
持
と
い
う
面
か
ら
の
限
定
は
免
れ
な
い
が

l
¥
な
お
確
保
さ
れ
て
い
る
と
云
い
得

る
。
す
な
わ
ち
、
両
地
方
に
お
け
る
一
子
相
続
制
度
は
、

近
代
法
に
お
け
る
個
人
の
自
由
と
質
的
に
矛
盾
す
る
も
の
と
は
云
い
難
い

(諒勺)。

農
場
承
継
人
に
選
ば
れ
た
者
の
地
位
は

他
の
き
ょ
う
だ
い
に
対
し
絶
対
的
優
越
で
は
な
く

第
二
に

農
場
承
継
人
は
他

の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
詰

3
。
勿
論
、
補
償
の
基
礎
と
な
る
慶
場
の
評
価
が
必
ず
し
も
厳
密
な
計
算
に

か
つ
農
場
の
経
済
状
態
に
よ
っ
て
は
補
償
が
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
長
引

3
、
ま
た
他
の
き
ょ
う
だ
い
が
独

基
づ
か
ず
(
戸
前
川
)
、
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身
の
ま
ま
農
場
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
事
実
上
の
制
約
は
受
け
る
が
、

理
念
的
に
は
、

平
等
の

原
則
は
慣
習
の
中
に
貫
か
れ
て
い
る
(
配
吋
)
。

た
と
え
純
粋
な
形
で
は
な
い
に
し
て
も
、
原
理
的
に
は
、

一
子
相
続
慣
行
の
中
に
見
ら
れ
る
と
い
う
点

か
よ
う
に
、
自
由
と
平
等
が
、

に
お
い
て
、

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
の
長
子
相
続
と
シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
の
末
子
相
続
と
は
共
通
で
あ
っ
て
、

一
子
相
続
の
内
容
そ
の

も
の
は
、
質
的
相
違
を
示
す
こ
と
が
な
い
。
序
説
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
い
て
、

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の

支
配
が
な
が
ノ
¥
続
い
た
こ
と
と

一
子
相
続
慣
行
の
内
容
上
見
ら
れ
る
自
由
、
平
等
の
理
念
と
を
、

ど
の
よ
う
に
調
和
的
に
理
解
す
る
か

と
い
う
こ
と
は
、

き
わ
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
解
明
の
鍵
と
な
り
得
る
一
応
の
問
題
点
を
指
摘
し
よ
う
。

i!!i独ヴュルテンベJレクにおける農地の一子相続

第
一
に
、
農
地
相
続
の
型
を
歴
史
的
に
規
定
し
た
要
因
と
し
て
は
、

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
支
配
の
強
弱
が
大
き
い
ウ
エ
イ
ト
を

占
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
所
に
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
農
場
の
経
済
力
が
維
持
さ

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
貢
租
の
支
払
が
十
分
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
関
心
を
も
ち
、

そ
の
た
め
に
努
め
て
一
子
相
続
、
就
中
長
子
相
続
の
型
を

要
望
し
た
。
勿
論
単
純
な
定
式
化
は
避
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
新
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
の
長
子
相
続
、

シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
の

末
子
相
続
、

旧
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
の
分
割
相
続
は
、

そ
れ
ぞ
れ
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
支
配
の
強
弱
と
無
関
係
で
は
あ
り
得
な

い
(
ト
ー
ニ
1
)
ω

勿
論
そ
の
ほ
か
、
土
地
の
自
然
的
条
件
も
影
響
を
も
つ
が
、
何
よ
り
も
決
定
的
意
義
を
も
っ
た
の
は
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ

フ
ト
の
支
配
の
強
弱
で
あ
る
よ
う
に
息
わ
れ
る
。

し
か
し
第
二
に
、
た
と
え
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
農
地
相
続
の
型
を
規
定
し
て
、
一
子
相
続
を
要
望
し
た
と
云
っ
て
も
、
制
度
の

中
味
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
、
夫
婦
相
互
の
問
、
相
続
人
相
互
の
聞
の
権
利
義
務
の
関
係
を
も
律
す
る
に
は
至
ら
ず
、
そ
の
分
野
に
お
い
て

は
、
な
お
農
民
の
自
主
的
決
定
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
た
と
云
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

と
の
占
山
に

ヴ
ユ
ル

北法 12(1・45)45 



説

テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
け
る
長
子
相
続
と
、

シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
お
け
る
末
子
相
続
と
の
聞
に
、
内
容
上
質
的
な
差
異
が
見
受
け
ら
れ

な
い
と
と
の
要
因
が
潜
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
@
さ
ら
に
云
え
ば
、
一
子
相
続
と
分
割
相
続
と
の
差
異
も
、
相
続
の
型
の
差
異
に
と
ど
ま
り
、

論

共
同
相
続
と
い
う
平
面
に
お
い
て
は
、
質
の
差
異
を
示
す
も
の
で
は
な
い
Q

勿
論
一
子
相
続
の
場
合
の
方
が
、

一
子
相
続
人
に
は
有
利
で

は
あ
る
が
、

し
か
し
他
の
き
ょ
う
だ
い
も
無
権
利
で
は
な
く
、
補
償
の
形
で
、
原
理
的
に
は
平
等
の
相
続
分
を
有
す
る
。
し
か
も
こ
の
補

慣
行
上
古
く
か
ら
存
在
す
る
富
山
町
附
)

Q

相
続
の
型
の
み
で
あ
っ
て
、
農
場
所
有
者
と
一
子
相
続
人
、
お
よ
び
相
続
人
相
互
の
閣
の
権
利
義
務
に
関
し
て
は
、
農
民
の
自
由
が
残
さ

そ
と
に
は
平
等
の
原
理
が
働
い
た
と
云
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
Q

つ
ま
り
、

償
請
求
権
は
、

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
の
は
、

す
な
わ
ち
、

や
は
り

れ
て
、

一
子
相
続
慣
行
の
中
に
見
ら
れ
る
自
由

平
等
の
理
念
は
、

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
い
て
、
す
で
に
近
世
の
権
力
構
造
の
中
に
包
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
忍
。

右
に
述
べ
た
乙
と
を
一
応
肯
定
す
る
と
し
て
、
何
故
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
相
続
の
型
を
規
定
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
か
、
ま
た

串
庶
民
は
、
自
主
的
決
定
に
よ
っ
て
、
何
故
平
等
の
原
理
を
貫
い
た
か
、
が
さ
ら
に
考
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
に
関

し
て
は
、
次
の
二
点
が
顧
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
一
に
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
農
民
を
支
配
し
た
と
云
つ
で
も
、

そ
の
支
配
は
全
面
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
言
及

し
た
よ
う
ζ

三
1
イ

f

l

p

参
照
、

分
裂
し
て
お
り
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
主
と
し
て
貢
租
を
徴
収
す
る
面
に
お
い
て
の
一
面
的
な
支
配
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
従

農
民
に
対
し
て
は

そ
の
ほ
か
多
く
の
複
雑
な
支
配
者
が
い
て

そ
の
支
配
関
係
は
且
庶
民
の
生
活
関
係
に
即
し
て

っ
て
、
農
民
の
身
分
関
係
に
つ
い
て
ま
で
、

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、

そ
の
支
配
を
及
ぼ
し
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
吏
配
の
質
に
先
ず
蒼
目
す
べ
き
で
あ
る
Q

第
二
に
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
支
配
の
及
ひ
え
な
か
っ
た
分
野
に
お
い
て
、
農
民
の
自
由
、

平
等
の
原
理
が
渉
透
し
て
い
た
乙
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と
に
つ
い
て
は
、
近
世
に
お
け
る
人
文
思
想
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
を
ピ
1
ク
と
す
る
政
治
思
想
等
の
影
響
も
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
ほ
か
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
平
等
の
思
想
が
大
き
い
役
割
を
演
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
実
証
的

ア
ル
ゴ
イ
地
方
に
お
い
て
夫
婦
財
産
・
相
続

A
U
I
)
 

ζ

れ
が
宗
教
上
の
信
仰
と
一
致
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

研
究
は
、
本
稿
の
よ
く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
本
稿
で
引
用
し
た
文
献
中
、

コド
J
-
p
d
f」
、

J
4
-
t
d
J
J
A
y
-
、

契
約
が
行
な
わ
れ
る
(
に
川
?
ち
こ
と
に
つ
い
て
、

た
と
え
無
意
識
的
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
農
民
に
と
っ
て
何
よ
り
も
身
近
な
生
活
規
範
と
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
思
想
が
一
子
相
続

か
し
、

制
度
の
内
容
を
規
定
す
る
上
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
Q

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
い
て
、

二

O
世
紀
に
一
子
相
続
法
が
制
定
さ
れ
、

し
か
も
そ
れ
が
そ
の
後

西独ヴュ JレテンベJレクにおける農地の一子相続

強
佑
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
の
意
義
を
理
解
す
る
と
と
が
で
き
る
Q

す
な
わ
ち
、

た
と
え
一
子
相
続
と
い
う
裂
は
、
沿
革
的
に
か
つ
て

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
こ
に
は
農
場
の
経
済
カ
の
維
持
と
い
う
点
で
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い

て
も
、

な
お
合
理
性
を
も
ち
得
る
根
拠
が
存
す
る
。
ま
た
一
子
相
続
慣
行
の
内
容
に
、
個
人
の
自
由
と
平
等
の
理
念
が
、
原
理
的
に
は
貫

か
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
理
念
を
法
が
さ
ら
に
一
段
と
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
り
、
制
度
を
強
化
す
る
こ
と
は
至
難
で
は
な
い
。

二

O
世
紀
に
お
け
る
一
子
相
続
法
の
制
定
に
対
し
て
、
比
較
的
抵
抗
の
少
な
い
事
実
も
、

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ク
に
お
け
る
上
述
の
歴
史
的

発
展
の
特
質
を
裏
書
す
忍
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
近
時
の
一
子
相
続
法
の
内
容
が
、
農
民
の
白
白
と
平
等
を
十
分
尊
重
し
て
い
る

か
否
か
に
つ
い
て
は
、

な
お
十
分
検
討
を
要
す
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
が
。

(1) 

月
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r
-
P
ω
-
N叶・

し
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